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はじめに
  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、

教育委員会は、教育行政事務の管理執行状況について、

自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議

会に提出し、公表しなければならないと定められていま

す。 

令和 2年度から令和 6年度を計画期間とする「第 2期

大阪狭山市教育振興基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）では、大きく変化する社会の中で、教育を取り巻

く課題の解決をめざすとともに、新しい時代を見据えた

次代の教育を実現するために「学びあい、つながりあい、

未来に輝く人づくり」の基本理念を掲げ、教育に関与す

るすべての方々の参画を得て、総力をあげて教育の振興

に取り組んでおります。 

本基本計画を効果的かつ着実に推進するため、PDCA 

 

サイクルにより、施策の実施状況や今後の課題、「5 年

後に向けての参考指標」の点検及び評価を行い、本基

本計画に掲げた基本方針及び重点目標の進捗管理を行

うこととしております。 

点検及び評価により明らかになった課題の解決に向

けた取組みだけでなく、新型コロナウイルス感染症の

影響など、教育を取り巻く新たな課題に対し迅速かつ

適切に対応し、教育施策を推進してまいります。 

効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の

みなさんへの説明責任を果たすため、「教育委員会の点

検・評価」を実施し、公表します。 

今後とも、大阪狭山市の教育行政の推進への御理解

と御協力をお願いいたします。 
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点検及び評価の目的・手法 

【根拠】 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1項の規定により教育長に委任された事務その

他教育長の権限に属する事務（同条第 4 項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を

図るものとする。 

 

【点検及び評価の対象】 

・教育委員会が定めた「令和 2 年度大阪狭山市教育部運営方針」及び「令和 2 年度大阪狭山市こども政策部

運営方針」に掲げた事業 

・第 2期大阪狭山市教育振興基本計画に掲げた「5年後に向けての参考指標」の進捗状況 

 
【点検及び評価の内容】 

  ・運営方針に掲げた令和 2年度の実施事業の成果と進捗状況を点検 

  ・上記点検結果を踏まえ、今後の課題と目標を記載 

・基本計画に掲げた「5年後に向けての参考指標」68 項目の実績を点検 
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教育部及びこども政策部の運営方針
 Ⅰ：子育てにやさしい環境づくり 

•第 2 期「大阪狭山市子ども・子育て支援事業計画」（さやまっ子

のびのびプラン）に基づき、子育て支援や就学前教育・保育施策

を総合的に推進します。 

•‟ぽっぽえん”等の拠点施設で取り組む子育て支援事業のほか、

認定子育てサポーターを育成し、地域でのつながりをさらに深

め、子育て家庭を支援します。また、親と子がともに成長できる

プレイセンターの円滑な運営をサポートします。 

•‟ＵＰっぷ”では、子育て支援を推進するとともに、子どもや子

育て家庭と市民との交流をはかる世代間交流事業に取り組みま

す。 

•市立幼稚園・こども園では、3 年保育のさらなる充実に努めま

す。また、長期休業中や保育時間開始前も含め年間を通して預か

り保育を実施し、保護者の就労支援に努めます。 

•5 歳児対象に、遊びながら学ぶ英語教育事業の充実に努めます。 

•初めての集団保育が経験できるよう、2 歳児対象の未就園児事

業を週 1回程度実施し、魅力ある幼稚園づくりに努めます。 

•保育の受け皿の拡大や放課後児童の受け入れを行うため、既存

の保育所の幼保連携型認定こども園への移行準備を進めます。 

•放課後児童会事業については、民間事業者のノウハウも活用

し、協力いただきながら充実を図るとともに、子育てを支援し

ます。 

•放課後児童支援員等への指導・アドバイス、支援員等からの相

談に適切に対応できるよう「放課後児童会アドバイザー」を引

き続き設置し、支援の充実に努めます。 

•さやま元気っこ推進事業等とも連携しながら、子どもたちの放

課後の居場所づくりの拡充に努めます。 

•放課後に子どもたちがさまざまなスポーツや文化活動などを

体験できる「さやま元気っこ推進事業」について、開催日数と

種目を増やして実施します。 

•放課後や休日に、子どもたちを対象とした継続的な活動に取り

組む団体を支援する「子どもの居場所づくり推進事業補助金」

の活用を促進し、子どもたちの居場所に選択肢を増やします。 

•総合型地域スポーツクラブと連携し、スポーツを通した子ども

の居場所づくり事業を推進します。 
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教育部及びこども政策部の運営方針
 Ⅱ：学ぶ力・生きる力を伸ばす教育環境づくり 

•「GIGA スクール構想」に基づき、高速大容量に対応できる通信

ネットワーク環境を整備します。 

•これからの学校園のあり方検討会での議論をふまえ、学校規模

の適正化に向けた検討を行います。 

•教育振興基本計画の基本理念をもとに「保育教育指針」を掲げ、

これまでの取組みの継続発展を図るとともに、学校、家庭、地域

が連携した新たな教育活動を推進します。 

•学校力の向上を図るため、「中学校元気あっぷ事業」や「学校づ

くり応援事業」「学校まるごとパック事業」を継続的に実施し、

大学との連携や外部評価を進めながら、学校教育活動の充実を図

ります。 

•学力の向上を図るため、全国学力・学習状況調査で上位の自治

体を視察し、その成果を指導の工夫や改善に役立てます。 

•子どもの学習意欲を高めるため「主体的・対話的で深い学び」

の視点から授業改善を推進します。 

•ICT 機器の活用を推進し、子どもたちが主体となる授業づくり

を進めます。また、小学校において計画的にプログラミング教育

が実施できるよう取り組みます。 

•教員による手づくり教材である「自ら学ぶノート」を活用し、

学習習慣の定着を図ります。 

•中学生を対象とした学習支援を、土曜日や長期休業中に実施

し、子どもたちに学習機会の保障ができるよう努めます。 

•教員と学校図書館司書が連携し、読書活動がいっそう充実でき

るよう指導するとともに、国語力向上の取組みを推進します。 

•学校図書館がより魅力あるものとなるよう、蔵書率や蔵書の質

の向上を図ります。また、学校図書館システムの更新を行いま

す。 

•授業だけでなく学校生活のさまざまな場面で、ALT と英語での

コミュニケーションが取れる環境づくりに努め、生きた英語力

の育成を図ります。 

•中学 1・2 年生を対象にスコア型英語能力検定を実施し、生徒

の「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能をバランスよく育成し

ます。 

•障がいのある児童生徒が、障がいの状況に応じた適切な教育が

受けられるよう、学びの支援員や特別学びの支援員（看護師）

を配置するなど、支援教育の充実を図ります。 
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教育部及びこども政策部の運営方針
 
•スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクー

ルロイヤーを積極的に活用し、子どもを取り巻く諸課題の未然防

止や相談体制の充実を図ります。 

•体力の向上を図るため、小中学校の教員で構成する「体力向上

プロジェクト」による研究を深め、学校生活全体を通じて、体力

向上や集団づくりを推進します。 

•中学校における部活動の質的な向上と、教員の在校時間の削減

を目的に、各中学校に部活動指導員を配置します。 

•発達段階に応じて人権の意義・内容や重要性について理解し、

「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる

子どもの育成に努めます。 

•児童生徒が体験活動を通して自分らしさを発見したり、自信を

つけたりすることができるよう、「キャリア・パスポート」を活

用したキャリア教育の充実に努めます。 

•教員の事務的な業務の負担を軽減し、児童生徒に向き合う時間

を十分に確保できるよう、「校務支援システム」の導入による業

務の効率化を図ります。 

•教員が児童生徒への指導や教材研究にいっそう注力できるよ

う、スクール・サポート・スタッフをモデル校に配置し、効率的 

な業務体制のあり方を研究します。 

•保護者や地域住民の参画のもと、地域に開かれた学校を実現す

るため、コミュニティ・スクール制度をモデル校に導入します。 

•地域と学校の連携・協働を効果的に進めるため、「地域学校協

働活動推進員」をコミュニティ・スクールモデル校の校区に配

置し、地域全体で子どもの成長を支える体制の構築に向けた取

組みを進めます。 

•安全で安心な学校給食を提供するため、老朽化が進んでいる学

校給食センターの改修工事を実施します。 

•配送用のコンテナ―ワゴンや学校で使用する配膳台を計画的

に更新します。 

•食物アレルギー除去食を引き続き提供します。 

 

Ⅲ：青少年の健全育成の環境づくり 

•小学校区青少年健全育成連絡会と連携し、青少年問題について

地域住民の関心を高め、地域ぐるみの活動を推進します。 

•青少年指導員会と連携し、非行防止や青少年健全育成に関する

各種啓発活動を実施します。 
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教育部及びこども政策部の運営方針
 Ⅳ：生涯スポーツの推進 

•体育協会や総合型地域スポーツクラブ等、市民や団体の自主的

な活動や運営を支援するとともに、各種団体との連携による事業

を実施し、市民のスポーツ活動への参加を促進します。 

•誰もが一緒にスポーツに親しめる環境を提供するため、スポー

ツ推進委員と連携し各種事業を実施します。 

•身近な地域における活動機会の充実、地域住民のコミュニケー

ションづくりを進めるため、狭山中学校区で「さやりんピック」

を開催します。 

 

Ⅴ：生涯学習の推進 

•社会教育事業や社会教育施設設備整備を通じて、市民への学習

機会の提供、学習活動のきっかけづくりに努めます。 

•さまざまな社会教育事業を通じて、地域活動に主体的にかかわ

る人材の育成に努めます。 

•市民の学習ニーズの把握に努め、指定管理者との連携を深めな

がら事業の充実を図ります。 

Ⅵ：市民文化・歴史文化の振興 

•市が所有する歴史資料を活用し、その魅力を発信するため、絵

図をテーマにした特別展を開催します。 

•狭山池シンポジウムを開催し、史跡狭山池の魅力を市の内外に

発信します。 

•狭山池の管理に関わった池守田中家について、詳細な文化財調

査を行い、今後の保存活用を行うための基礎資料とします。 

•古文書など貴重な歴史資料の保存と有効活用を図るため、市が

所有しているマイクロフィルムの電子データ化を進めます。 
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第 2期大阪狭山市教育振興基本計画 施策の体系 

【基本方針１】これからの社会を生き抜く力を養います 

（１）遊びを通して豊かに学ぶ就学前教育・保育の充実 

（２）社会の変化に即した新たな学びの展開 

（３）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進 

（４）教職員の資質向上 

【基本方針２】一人ひとりを大切にする教育を推進します 

（１）子ども理解と支援教育の充実・推進  

（２）個の成長を支える教育の充実 

（３）安全安心な学校生活の確保      

（４）多様性理解の促進 

【基本方針３】持続可能な社会のための教育環境を充実します  

（１）時代の変化に対応した学習環境などの整備 

（２）学校経営改革の推進 

（３）家庭教育の支援 

（４）地域の教育力の育成と社会に開かれた教育課程の実現 

【基本方針４】郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

（１）生涯スポーツ活動の推進 

（２）生涯学習や文化芸術活動の推進 

（３）歴史文化遺産の継承と活用 

（４）郷土愛の育成 
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教育委員会の活動状況 
 

（1）大阪狭山市教育委員会委員名簿（令和 2年度在籍） 

 

職 名 氏 名 備 考 

教育長 竹谷 好弘  

教育長職務代理者 山田 順久  

委員 田川 宜子 令和 2年 10 月 1 日再任 

委員 河合 洋次  

委員 井上 寿美  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後こども支援グループ

こども園

幼稚園

子育て支援・世代間交流センター

子育て支援グループ

こども政策部 子育て支援センター

郷土資料館

学校給食グループ

歴史文化グループ

適応指導教室（フリースクールみ・ら・い）　

学校給食センター　

教育総務グループ

保育・教育グループ

教育長

社会教育・スポーツ振興グループ

〔教育委員会事務局〕

教　育　部

学校教育グループ
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（2）教育委員会議等の開催状況（令和 2年 2月～令和 3年 2月） 

①教育委員会議 

▽定例会議 

区 分 日 付 付 議 案 件 

令和 2年 

第 2回 

令和 2年 

2 月 25 日（火） 

令和 2年度大阪狭山市保育教育指針について 

大阪狭山市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

第 2期大阪狭山市教育振興基本計画（案）について 

大阪狭山市子育て応援基金条例について 

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

令和元年度（2019 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計予算（教育委員会関係）について 

第 3回 3 月 27 日（金） 
大阪狭山市立中学校部活動指導員配置事業実施要綱の一部改正について 

大阪狭山市子育て支援・世代間交流センター市民協働事業費補助金交付要綱について 

第 4回 4 月 24 日（金) 

大阪狭山市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立中学校教科用図書選定委員の委嘱及び任命について 

大阪狭山市地域学校協働活動推進員設置要綱について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会関係）について 

第 5回 5 月 28 日（木） 

大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 3号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 4号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 6号 教育委員会関係）について 

新型コロナウイルス感染症対策のための市立小・中学校における対応について 

新型コロナウイルス感染症対策のための社会教育施設等における対応について 

新型コロナウイルス感染症対策のための幼稚園・こども園等における対応について 
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第 6回  6 月 25 日（木） 

大阪狭山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

大阪狭山市立小中学校 GIGA スクール情報機器の購入について 

大阪狭山市就学支援委員会委員の委嘱及び任命について 

大阪狭山市いじめ問題等対策委員会委員の委嘱及び任命について 

大阪狭山市立幼稚園給食費補助金交付要綱について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 8号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 9号 教育委員会関係）について 

第 7回  7 月 30 日（木） 令和 3年度使用中学校教科用図書の採択について 

第 8回  8 月 27 日（木） 

令和 3年度市立幼稚園・こども園募集人員の設定について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 11 号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 12 号 教育委員会関係）について 

損害賠償の額の決定及び和解について 

第 9回 9 月 25 日（金） 

令和 2年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰者の決定について 

大阪狭山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則について 

大阪狭山市立学校における学校運営協議会の設置等の取扱に関する規程について 

大阪狭山市立学校における学校運営協議会の設置について 

大阪狭山市立学校における学校運営協議会委員の委嘱及び任命について 

報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正する条例について 

令和元年度（2019 年度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関係）について 

第 10回 10 月 27 日（火） 
大阪狭山市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

令和 3年度大阪府新学力テスト（小学生すくすくテスト）の実施について 

第 11回 11 月 26 日（木） 

大阪狭山市いじめ問題調査委員会及び大阪狭山市いじめ問題再調査委員会条例について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 15 号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 16 号 教育委員会関係）について 

第 12回 12 月 24 日（木） 大阪狭山市立小学校及び教育委員会事務局の管理職人事異動について 
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令和 3年 

第 1回 

令和 3年 

 1 月 28 日（木） 
教育長活動報告 

第 2回  2 月 25 日（木） 

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する規則について 

大阪狭山市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について 

大阪狭山市教育委員会事務局の内部組織におけるグループの設置に関する規程等の一部を改正する規程について 

令和 3年度大阪狭山市保育教育指針について 

大阪狭山市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

大阪狭山市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 18 号 教育委員会関係）について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 19 号 教育委員会関係）について 

令和 3年度（2021 年度）大阪狭山市一般会計予算（教育委員会関係）について 

令和 3年度（2021 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 1号 教育委員会関係）について 

 
▽臨時会議 

区 分 日 付 付 議 案 件 

 

令和 2年 

3 月 6日（金） 

新型コロナウイルス感染症対策のための市立小学校、中学校における臨時休業について 

新型コロナウイルス感染症対策のための社会教育施設等における臨時休館について 

新型コロナウイルス感染症対策のための幼稚園、こども園等における対応について 

GIGA スクール構想の実現に向けた計画について 

7 月 9日（木） 
大阪狭山市社会教育委員の退任及び委嘱について 

令和 2年度（2020 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 10 号 教育委員会関係）について 
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②各種会議 

▽教育振興基本計画策定委員会  

区 分 日 付 会 議 内 容 

第 6回 2 月 13 日（木） 

第 2期大阪狭山市教育振興基本計画（素案）のパブリックコメントの結果について 

第 2期大阪狭山市教育振興基本計画の修正（案）について 

第 2期大阪狭山市教育振興基本計画の答申（案）について 

 

▽大阪狭山市いじめ問題等対策委員会  

区 分 日 付 会 議 内 容 

令和元年度 

第 3回 

令和 2年 

2月10日(月) 

市内のいじめの状況について  

無記名式いじめアンケートについて 

令和 2年度 

第 1回 
11月16日（月） 

事業等の説明、委員長・副委員長の決定  

市内のいじめの状況について 

第 2回 
令和 3年 

2 月 22 日（月） 

市内のいじめの状況について 

無記名式いじめアンケートの結果について 

 

▽大阪狭山市就学支援委員会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

第 1回 
令和 2年 

7 月 20 日（月） 

就学支援委員会の組織と活動内容、委員長・副委員長の選出 

支援学級の状況、今年度小・中学校へ進学する児童の就学について 

第 2回 10月26日（月） 令和 3年度入学児童生徒の就学相談状況について 

第 3回 
令和 3年 

2 月 15 日（月） 

来年度の就学予定について 

来年度の支援教育基本方針（案）について 
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▽大阪狭山市立中学校教科用図書選定委員会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

第 1回 
令和 2年 

4 月 15 日（水） 

選定委員の委嘱・任命 

委員長・副委員長の選出 

第 2回 6 月 15 日（月） 各教科の調査員よりの報告 

第 3回 6 月 19 日（金） 各教科の調査員よりの報告 

 

▽大阪狭山市社会教育委員会議  

区 分 日 付 会 議 内 容 

令和 2年度 

第 1回 
8 月 6日(木) 

平成 31 年度（令和元年度）社会教育関係団体事業費補助金実報告について 

令和 2年度社会教育関係団体事業費補助金申請について 

大阪狭山市教育振興基本計画について（報告） 

第 2回 10月15日（木） 新しい日常における社会教育活動について 

第 3回 

勉強会 
12月15日(火) コミュニティ・スクールについて 

 

▽大阪狭山市文化財保護審議会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

令和元年度 

第 2回 

令和 2年 

 2月21日(金) 

次期市指定文化財候補について 

今年度実施の文化財調査等について 

今年度の実施事業について 

第 1回 

書面開催 

令和 3年 

 1月13日（水） 

市指定文化財候補物件の答申について 

市内文化財の調査について 
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▽大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

第 18 回 
令和 2年 

2 月 5日(水) 

史跡狭山池関連文化財報告書について 

史跡狭山池関連文化財の調査について 

現状変更等について 

第 19回 

書面開催 
7 月 17 日(金) 

史跡狭山池関連文化財報告書目次案について 

史跡狭山池関連文化財の調査について 

現状変更等について 

 

▽大阪狭山市学校給食衛生管理委員会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

令和 2年度 

第 1回 

書面開催 

令和 3年 

2 月 26 日（金） 
学校給食センター及び各小中学校配膳室の巡視結果についての報告 

 

▽大阪狭山市立子育て支援センター、子育て支援・世代間交流センター運営会議 

区 分 日 付 会 議 内 容 

第 1回 

書面開催 

令和 2年 

4 月 3日（金） 

令和 2年度事業について（子育て支援センター、子育て支援・世代間交流センター） 

地域子育て支援センター、幼稚園・こども園・保育園等の現状について 

関係機関・団体との連携について（現状と課題） 

第 2回 

書面開催 

令和 3年 

1 月 30 日（土） 

令和 2年度子育て支援センター事業の実績報告について 

令和 2年度子育て支援・世代間交流センター事業の実績報告について 

関係機関・団体の連携および情報交換について 
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▽大阪狭山市子ども・子育て協議会 

区 分 日 付 会 議 内 容 

令和元年度 

第 6回 

令和 2年 

3月24日(火) 

第 2 期子ども・子育て支援事業計画（素案）に関するパブリックコメントの報告について 

第 2期子ども・子育て支援事業計画の策定について 

子ども・子育て支援事業計画に係る平成 30年度事業の評価について 

令和 2年度 

第 1回 
10月26日（月） 

子ども・子育て支援事業計画に係る令和元年度の事業実績について 
第 2期子ども・子育て支援事業計画に係る令和 2年度の事業について 

 

▽大阪狭山市東放課後児童会運営業務受託候補者選定委員会  

区 分 日 付 会 議 内 容 

 
令和 2年 

11月25日（水） 
令和 3年度大阪狭山市東放課後児童会運営業務受託候補者の選定について 
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③教育委員会議以外での活動状況 
 

▽学校関係 

日 付 内 容 場 所 

令和 2年 
3 月 13 日(金) 

市立中学校卒業式 市内各中学校 

3 月 16 日(月) 市立幼稚園・こども園修了式 市内各幼稚園・こども園 

3 月 18 日(水) 市立小学校卒業式 市内各小学校 

4 月 6日(月) 市立小中学校入学式 市内各小中学校 

4 月 7日(火) 市立幼稚園・こども園入園式 市内各幼稚園・こども園 

9 月 29 日(火) 市立南中学校体育大会 南中学校 

10 月 2 日(金) 市立狭山中学校・第三中学校体育大会 狭山中学校・第三中学校 

10 月 3 日(土) 市立東幼稚園・半田幼稚園運動会 東幼稚園・半田幼稚園 

10 月 11 日(日) 市立東野幼稚園・こども園運動会 東野幼稚園・こども園 

10 月 18 日(日) 市立小学校運動会 市内各小学校 

10 月 30 日(金) 市立北小学校まるごとパック 北小学校 

11 月 5 日(木) 市立第七小学校まるごとパック 第七小学校 

12 月 14 日(月) 市立南第二小学校まるごとパック 南第二小学校 

令和 3年 
1 月 14 日(木) 

市立狭山中学校まるごとパック 狭山中学校 

1 月 15 日(金) 市立南中学校まるごとパック 南中学校 
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▽会議・研修関係 

日 付 内 容 場所 

令和 2年 

2 月 13 日（木） 

南河内地区市町村教育長連絡協議会 

南河内地区人事協議会 
南河内府民センター 

2 月 18 日（火） 市町村教育委員会教育長・学校教育指導主管部課長会議 アウィーナ大阪 

2 月 25 日（火） 総合教育会議 大阪狭山市役所 

4 月 20 日（月） 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第 1回） 

南河内地区人事協議会（第 1回） 
南河内府民センター 

7 月 3日（金） 大阪府都市教育長協議会 7月定例会 アウィーナ大阪 

7 月 6日（月） 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第 2回） 

南河内地区人事協議会（第 2回） 
南河内府民センター 

7 月 31 日（金） 大阪府都市教育長協議会夏季研修会（1日目） アウィーナ大阪 

8 月 20 日（木） 大阪府都市教育委員会連絡協議会役員会 アウィーナ大阪 

8 月 21 日（金） 
大阪府都市教育長協議会夏季研修会（2日目） 

大阪府都市教育長協議会 8月定例会 
アウィーナ大阪 

10 月 2 日（金） 大阪府都市教育長協議会 10 月定例会 アウィーナ大阪 

10 月 29 日（木） 大阪府都市教育長協議会秋季研修会 貝塚市教育研究センター 

11 月 26 日（木） 総合教育会議 大阪狭山市役所 

令和 3年 

1 月 8日（金） 
大阪府都市教育長協議会 1月定例会 アウィーナ大阪 

1 月 29 日（金） 
南河内地区市町村教育長連絡協議会（第 3回） 

南河内地区人事協議会（第 3回） 
南河内府民センター 
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▽その他 

日 付 内 容 場所 

11 月 3 日(火) 文化教育功労者表彰式 SAYAKAホール 小ホール 

令和 3年 

1 月 11 日（月） 
成人式 SAYAKAホール 大ホール 

 

▽新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急応援策（教育部及びこども政策部関連） 

施 策 内 容 対象者 

ひとり親世帯への特別給付金 
一定の所得以下のひとり親世帯で児童扶養手当を支給している世帯に緊急応援として 1

回限り、一世帯 3万円を支給 

令和2年3月31日までに申請された児

童扶養手当を支給している世帯 

保育所や認定こども園等の給

食費の無償化 

保育所や認定こども園、市立幼稚園に通う 3歳児から 5歳児までの給食代（副食費）を

令和 2年 7月分まで無償 

私立保育園、私立認定こども園、市立

幼稚園と市立こども園に通う3歳児か

ら5歳児の保護者 

小・中学校の給食費の無償化 小学校及び中学校の給食費を令和 2年 7月分まで無償 
市内の各小中学校に通う児童生徒の保

護者 

ICT 教育事業 

臨時休業中の学習支援として、インターネットサイトを活用した効果的な学習課題の提

供及び小・中学校のパソコンルームの端末を活用し、インターネット環境が整っていな

い家庭を支援 

市内の各小中学校に通う児童生徒 

保育料の減免 
新型コロナウイルス感染症拡大の防止により、登園自粛の要請に協力していただいてい

る児童の保護者に対して保育料を減免 

私立保育所、私立認定こども園、地域

型保育施設と市立こども園の0歳～2

歳児の4月分を納入した保護者 

子育て世帯への臨時特別給付

金 
児童手当を受給する世帯に対し、対象児童 1人につき、1万円の臨時特別給付金を支給 

児童手当の令和2年4月分の対象とな

る児童 

ひとり親世帯への臨時特別給

付金 
子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給 

令和2年6月分の児童扶養手当が支給

される人等 
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就学援助などの対象児童生徒

に給付金を支給 

令和 2年度就学援助の認定を受けた世帯（及び所得の状況が就学援助認定世帯と同水準

の特別支援教育就学奨励費認定世帯）に対して、児童生徒 1人あたり 1万円を支給 
令和2年度就学援助認定世帯 

Wi-Fi 環境がない家庭へモバ

イルルータなどを貸与 

学校の臨時休業時などに、子どもたちが家庭でも学習が継続できるよう、Wi-Fi 環境が

整っていない家庭に対する貸出用のモバイルルータなど通信機器を整備 
Wi-Fi環境が整っていない家庭 

修学旅行の実施に向けた支援 

「3 密」を避けるためのバスの増便などに対応できるよう、市内の各小中学校を支援す

るとともに、修学旅行が中止になった場合は、保護者が負担すべきキャンセル料を市が

負担 

市内の各小中学校 

全小中学校にマスクや消毒液

などを整備 

集団感染のリスクを避けるため、マスクや消毒液などの保健衛生用品等の整備を行い、

児童及び生徒が安心して学ぶ事ができる体制を整備 
市内の各小中学校 

全小中学校に学習支援員やス

クール・サポート・スタッフ

を配置 

学級担任の補助や、放課後や長期休業中等を活用した補習学習、習熟度別学習などを実

施するため、学習支援員を、学校再開に伴う家庭教材等の印刷・保護者への連絡業務・

健康管理等の業務をサポートするため、スクール・サポート・スタッフを各小中学校に

配置 

市内の各小中学校 

公民館でのオンライン講座環

境の整備 

市民の生涯学習機会の提供のため、カメラやスクリーンなどの ICT 機器を活用したオン

ライン講座環境を市立公民館に整備 
市民 

新生児子育て応援給付金 子どもの健やかな成長を支援するため、新生児子育て応援給付金を支給 

市の住民基本台帳に登録されている令

和2年4月28日から令和3年4月1日

までに生まれた子ども 

電子図書館の充実 電子図書館を、より楽しんでいただくために電子書籍をさらに充実 
市内在住、通勤・通学の市立図書館の

図書利用カードを持っている人 

小中学生向けデジタルドリル

を導入 

児童生徒一人ひとりに合った学びをサポートするため、デジタルドリルを導入など、タ

ブレットを活用した学習環境を充実 
市内の各小中学校に通う児童生徒 

オンライン学習環境の整備 
学校のネットワーク環境を充実させるほか、小学校低学年向けにタブレット端末用の保

護カバーを整備 
市内の各小学校に通う1年生～3年生 
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点検及び評価調書（凡例） 

基本方針● ×××××××××××××××××× 

重点目標● ××××××××××××××××××××××××××× 

 

【施策の方向性】 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

基本計画の重点目標における施策の方向性を記載 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

○○事業  
基本計画における「5年後に向けての参考指標」から該当
するものを記載。該当するものがない場合は、「－」と表示。 
※1 

【進捗状況】※2 
□Ａ 
□Ｂ 
□Ｃ 
□Ｄ 
 
 

 

 
※2進捗状況の選択基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 指標達成率 
実施状況 80％以上 50～80％ 50％未満 目標なし 

概ね計画どおり Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

計画の半分以上 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 
計画の半分未満 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ 

未実施 Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

※1：備考に記載がない限り令和 2年度の実績とする。 
    計画策定時：基本計画策定時の現状値（特別な記載がな

い限り平成 30年度の値） 
    目標：基本計画策定時に設定した令和 6年度を目途とす

る参考指標の目標値を記載 
 
※2：進捗状況の選択基準により、ABCD のいずれかを記載。 
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取組一覧表 
 

基本方針１ これからの社会を生き抜く力を養います 

 取組項目 担当グループ 掲載ページ 

重点目標１ 
遊びを通して豊かに学ぶ就学前教育・保育の充実 

認定子育てサポーター事業 子育て支援グループ 26 

プレイセンター事業 子育て支援グループ 26 

市立幼稚園等 3歳児保育事業 保育・教育グループ 27 

市立幼稚園等未就園児事業 保育・教育グループ 27 

市立幼稚園等子育て支援事業 保育・教育グループ 27 

認定こども園整備事業 保育・教育グループ 28 

重点目標２ 
社会の変化に即した新たな学びの展開 

学力向上推進事業 学校教育グループ 29 

家庭学習バックアップ事業 学校教育グループ 29 

小中学校図書館整備事業 教育総務グループ 30 

学校図書館図書整備事業 教育総務グループ 30 

読書ｅプラン推進事業 学校教育グループ 30 

英語教育支援事業 学校教育グループ 30 

ICT 活用推進事業 学校教育グループ 31 

重点目標３ 
豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進 

道徳教育・人権教育の推進と不登校・問題行動の未
然防止と指導体制の充実 

学校教育グループ 32 

体力向上推進事業 学校教育グループ 33 

コンテナーワゴン等更新事業 学校給食グループ 33 

安全・安心な学校給食推進事業 学校給食グループ 33 

重点目標４ 
教職員の資質向上 

学校評価・支援事業 学校教育グループ 34 

学校まるごとパック事業 学校教育グループ 34 
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基本方針２ 一人ひとりを大切にする教育を推進します 

 取組項目 担当グループ 掲載ページ 

重点目標１ 
子ども理解と支援教育の充実・推進 

発達障がい児支援事業 子育て支援グループ 35 

支援教育事業 学校教育グループ 35 

重点目標２ 
個の成長を支える教育の充実 

就学支援事業 学校教育グループ 36 

キャリア教育推進事業 学校教育グループ 36 

重点目標３ 
安全安心な学校生活の確保 

安全・安心スクール事業 学校教育グループ 37 

安全対策事業 教育総務グループ 37 

いじめ防止の取組みの推進 学校教育グループ 38 

重点目標４ 
多様性理解の促進 

自立支援通訳事業 学校教育グループ 39 
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基本方針３ 持続可能な社会のための教育環境を充実します 

 取組項目 担当グループ 掲載ページ 

重点目標１ 
時代の変化に対応した学習環境などの整備 

学校園規模適正化方針策定事業 教育総務グループ 40 

学校給食センター施設改修事業 学校給食グループ 40 

小中学校コンピュータ設置事業 教育総務グループ 41 

重点目標２ 
学校経営改革の推進 

校務支援システム活用事業 学校教育グループ 42 

中学校部活動支援人材活用事業 学校教育グループ 42 

生徒指導支援事業 学校教育グループ 42 

地域人材バンク活用推進事業 保育・教育グループ 43 

英語教育事業 保育・教育グループ 43 

重点目標３ 
家庭教育の支援 

家庭教育の推進 社会教育・スポーツ振興グループ 44 

保育子育てコンシェルジュの配置 子育て支援グループ 44 

未就園児の親を対象とした子育て講座などの実施 子育て支援グループ 44 

子育て支援グループで対応する相談 子育て支援グループ 45 

子育て支援・世代間交流センター施設運営事業 子育て支援グループ 45 

養育費保証促進補助金事業 子育て支援グループ 45 

重点目標４ 
地域の教育力の育成と社会に開かれた教育課程の実
現 

さやま元気っこ推進事業 社会教育・スポーツ振興グループ 46 

子どもの居場所づくり推進事業 社会教育・スポーツ振興グループ 46 

地域学校協働活動事業 社会教育・スポーツ振興グループ 47 

地域に開かれた学校の実現 学校教育グループ 47 

青少年健全育成事業 社会教育・スポーツ振興グループ 47 

放課後児童会アドバイザー設置事業 放課後こども支援グループ 48 

民間放課後児童会運営事業費補助金交付事業 放課後こども支援グループ 48 
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基本方針４ 郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

 取組項目 担当グループ 掲載ページ 

重点目標１ 
生涯スポーツ活動の推進 

サタデースポーツ事業 社会教育・スポーツ振興グループ 49 

スポーツの普及 社会教育・スポーツ振興グループ 49 

狭山中学校円卓会議さやりんピック事業 社会教育・スポーツ振興グループ 49 

スポーツ施設整備事業 社会教育・スポーツ振興グループ 50 

重点目標２ 
生涯学習や文化芸術活動の推進 

人権教育事業（地域日本語教育の総合的な体制づく
り推進事業） 

社会教育・スポーツ振興グループ 51 

学びの機会の充実 社会教育・スポーツ振興グループ 51 

社会教育施設整備事業 社会教育・スポーツ振興グループ 52 

重点目標３ 
歴史文化遺産の継承と活用 

狭山池の魅力発見活用事業（狭山池シンポジウム） 歴史文化グループ 53 

マイクロフィルム電子化事業 歴史文化グループ 54 

池守田中家文化財調査事業 歴史文化グループ 54 

狭山藩北条氏図録増刷事業 歴史文化グループ 55 

重点目標４ 
郷土愛の育成 

郷土資料館管理事業 歴史文化グループ 56 

『おおさかさやまの歴史』増刷事業 歴史文化グループ 57 
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 【基本方針１】 

基本方針１ これからの社会を生き抜く力を養います 

重点目標１ 遊びを通して豊かに学ぶ就学前教育・保育の充実 
 

【施策の方向性】 

遊びを通して、道徳心や規範意識の醸成を図り、基本的な生活習慣の定着に向けた指導を充実させるとともに、発達や学びの連続性を踏まえた教育・保育を推進し

ます。また、子育て家庭を社会全体で支えていくため、「子ども・子育て支援新制度」にもとづき、子育て支援を充実させるとともに、家庭・地域、関係機関の連携

をすすめ、子どもの健やかな成長を支援します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

認定子育てサポ
ーター事業 

子育てや保育経験のある市民

を対象に、養成講座を実施し、

受講修了者を子育てサポータ

ーとして市が認定します。 

認定子育てサポ

ーター登録者数 

111 人 

102 人 ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

あおぞらひろば 

 16 回（131 組） 

あそびのひろば 

 13 回（52 組） 

プレイセンター事業や幼稚園の未就

園児事業、UP っぷプレイルームでの

見守りへの協力 

※9 月からは新型コロナウイルス感

染症対策を講じて実施した。 

フォローアップ研修や実践

を通して人材育成に努める

とともに、子育てサポータ

ー発信で保護者に子育て支

援の情報提供等を行うこと

により、子育てサポーター

の自主活動ができるよう、

より連携を深めていく。 

120 人 

プレイセンター
事業 

子育て家庭の親と子どもが会

員となって協同運営を行い、

地域の協力も得ながら親と子

どもが一緒に成長できるプレ

イセンター活動を支援するこ

とで、子育てしやすい環境づ

くりを進めます。 

プレイセンター

設置数 

7 か所 

6 か所 ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

今年度は新型コロナウイルス感染症

の影響により、活動に制限があった。 

たんぽぽの会：6回（8組） 

こぐまの会：5回（11 組） 

げんきっず：5回（4組） 

ヤミー！：5回（12 組） 

ピーナッツクラブ：4回（11 組） 

きらきらきっず：6回（15 組） 

※チェリービーンズ（東村公民館）

は地域の子どもが少ないため、平成

31 年 4月より休会中。 

プレイセンター活動の円滑

な自主運営が行えるよう、

各地区の民生委員やボラン

ティアと連携して、サポー

トしていく。 

7 か所 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

市立幼稚園等 3
歳児保育事業 

市立幼稚園、こども園におい

て３歳児保育を実施します。 
― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

3 歳児園児数（令和 3 年 1 月 1 日在

籍数） 

・東幼稚園  26 人 

・半田幼稚園 13 人 

・東野幼稚園  9 人 

・こども園   12 人 

  合計   60 人 

 

新型コロナウイルス感染症拡大によ

る臨時休園のため、6 月からの開始

となったが、大きな混乱もなく落ち

ついて保育を進めることができた。 

今年度に取りまとめた「3

歳児保育の成果と課題」を

活用し、引き続き保育の質

の向上に努めていく。 

 

市立幼稚園等未
就園児事業 

市立幼稚園をより身近に感じ

ていただくため、未就園の 2

歳児及びその保護者を対象に

した園主催の広場事業を実施

する。また、認定子育てサポ

ーター主催のあおぞらひろば

を市立幼稚園とこども園で毎

月実施し、子育て支援の充実

を図ります。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

参加延べ人数（令和 2年 12 月末現

在） 

・園主催分 763 人 

・あおぞらひろば 127 人 

 

今年度の入園者の大半が未

就園児事業の参加者であ

り、事業の実施により公立

幼稚園の良さを知っていた

だく機会につながってい

る。 

さらに地域に開かれ、身近

に感じていただけるよう、

また、子育て支援の観点か

らも来年度からは、実施回

数を週 2 回に増やし、参加

者の増加を図りたい。 

市立幼稚園等子
育て支援事業 

市立幼稚園及びこども園の通

常保育終了後及び夏休みなど

の夏期休業期間中を含め、預

かり保育を午後 5 時まで年間

を通して実施します。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

延べ利用人数（令和2年12月末現在） 

・通常時 4,006 人 

   （1 日あたり 31.3 人） 

・夏期休業期間 163 人 

   （1 日あたり 13.6 人） 

保護者の就労支援の側面が

強くなっており、1日あたり

の利用人数が前年度に比べ

て大幅に増加している。 

預かり保育は、本来、異年

齢との交流や設定保育とは

違った家庭的な雰囲気で、

ゆったりとした保育を行う

ことで、子どもにとって心

の育ちの場とする目的であ

ることから、受入体制につ

いて検討していく必要があ

る。 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

認定こども園整
備事業 

令和 3 年度よりきらり保育園

を幼保連携型認定こども園に

移行するにあたり、保育定員

の拡大や放課後児童の受け入

れを行うため、園舎の建替え

を行います。 

幼稚園・保育

所・認定こども

園等の利用定員 

教育 

1,069 人 

保育 

1,064 人 
教育 

1,230 人 

保育 

1,276 人 

（R3.4.1） 

※移行後（園舎

建替後）の提供

体制 

【進捗状況】Ｂ 

 

・施設名 

（仮称）きらりこども園 

・定員 

 教育 57 人 保育 163 人 

 計 220 人 

・運営法人 

 社会福祉法人光久福祉会  

保育所等への入所希望者は

依然として増加傾向にあ

り、引き続き待機児童を出

さない取り組みを進めてい

く必要がある。 

教育 

1,135 人 

保育 

1,316 人 

保育所等の待機

児童 

23 人 

（H31） 
24 人 

（R2.4.1） 
― 

0 人 
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基本方針１ これからの社会を生き抜く力を養います 

重点目標２ 社会の変化に即した新たな学びの展開 
 

【施策の方向性】 

学校教育において子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能の習熟とともに、課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力のバランスのよい育成に努めま

す。そのために、子どもが自ら課題を発見し、解決に向けて取り組む力を養えるよう「主体的・対話的で深い学び」の実現を図る指導方法の工夫・改善に取り組む

とともに、少人数指導などきめ細かな指導を充実します。 

また、子どもたちが自己有用感を持って、これからの社会の課題に対応しながら自立して生き抜く力を身に付けられるよう、計画的、組織的、系統的な学校教育の

取組みを推進します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

学力向上推進事
業 

子どもたちの学習のサポート

体制を強化するため、「学習支

援員」を全校に配置し、個別

指導やチームティーチング等

による学習指導を行い、学力

向上を図ります。 

主体的に思考し

たり、表現した

りする児童生徒

の割合 

小学校 82.4% 

中学校 72.7% 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2 年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2 年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス

感染症対応に係る学習保障のための

「学習支援員」事業を実施した（令

和 3 年 1 月末時点でのべ 3,909 回活

用）。また、支援員が教室にいること

で、安心して授業を受けることがで

きる児童生徒もいる。複数人で指導

に当たることで、きめ細かな指導を

行うことができた。 

今後も学校のニーズに応じ

た人材の確保に努める。「主

体的・対話的で深い学び」

に資する授業づくりに引き

続き取り組むとともに、「授

業力向上研修」など、授業

づくりに重点をおいた研修

を実施し、小・中学校の校

種間連携を図ることで、系

統的な指導方法の工夫改善

を図る。 

小学校 84% 

中学校 74% 

家庭学習バック
アップ事業 

中学 3 年生を対象とした家庭

学習支援「はなまる学習室」

を、夏休み期間中と 9 月から

12 月までの土曜日を活用し

て実施し、子どもたちの学力

向上をめざします。 

「全国学力・学

習状況調査」の

全国平均正答率

との差（国・数

平均値） 

小学校△0.9Ｐ 

中学校△2.6Ｐ 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

中学校区ごとに「はなまる学習室」

を全19回実施した。（参加人数17人） 

参加する生徒が自分で宿題や学習教

材を持参して自学自習に取組み、家

庭学習バックアップリーダーとパー

トナーが個別支援を行った。丁寧な

個別支援を行うことにより、参加者

の学習意欲が高まり、充実した学習

機会につなげられた。 

今後も中学生の発達段階に

配慮しつつ、目標とする進

路に向けて学習に取り組め

るよう、学校と連携して適

切な人材確保に努めていき

たい。 小学校 1Ｐ 

中学校 1Ｐ 
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 【基本方針１】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

小中学校図書館
整備事業 

良好な学校図書館環境を整備

するため、学校図書館システ

ムの更新を行います。 国語の正答率

が、全国平均正

答率を下回って

いる児童生徒の

割合 

小学校 49％ 

中学校 48％ 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ａ 

 

令和 2 年 9 月から 5 年リースにより

学校図書館システムの更新を行っ

た。 

学校図書館環境の改善を図

ることができたので、学校

や学校図書館司書と連携し

ながら、児童生徒にとって

学校図書館や読書活動が身

近に感じることができる取

組みについて、検討してい

くことが必要である。学校

図書館図書の整備について

は、蔵書率を維持しながら、

時代に合った学習に支障の

出ないよう質的整備を図る

必要がある。 

学校図書館図書
整備事業 

「第 5 次学校図書館図書整備

等 5 か年計画」に基づき、学

校図書館図書の蔵書率と質の

向上を図ります。 

小学校 45％ 

中学校 45％ 
【進捗状況】Ａ 

 

学校図書館図書の蔵書率を達成する

ことができた。また、廃棄基準に達

したものや陳腐化した図書の一部に

ついて更新できた。 

2,372 冊（令和 2年 2月時点） 「国語の勉強は

好き」という設

問に肯定的な回

答をする児童生

徒の割合 

小学校 70.8% 

中学校 66.7% 

（H31） 

読書 e プラン推
進事業 

読書感想文や感想画、図書館

を使った調べる学習などの各

種コンクールを実施します。 

また、子どもたちが本に親し

み、読書の楽しさを知ること

ができるよう、すべての小中

学校に学校図書館司書を配置

し、読書活動の充実を図りま

す。 

小学校 74% 

中学校 70% 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

読書ｅプランコンクール応募者数 

・読書感想画 2,487 名 

・読書感想文  988 名 

・調べる学習コンクール 564 名 

大阪府の「学校図書館を充実・活

用するモデル校」事業の取組みを市

内へ普及し、全校配置している学校

図書館司書を活用して、読書活動を

充実させることができた。 

「学校図書館を充実・活用

するモデル校」である第七

小学校と第三中学校の取組

みを、大阪狭山市授業力向

上研修を通して普及し、各

校の読書活動の充実を図る

ことで、児童生徒の思考

力・判断力・表現力をバラ

ンスよく育成していく。 

図書を活用した

コンクールの出

展数 

6,704 人 

4,039 人 

（読書感想画

2487 人、読書感

想文 988 人、調

べる学習コンク

ール 564 人） 

― 

7,300 人 

学校園への図書

貸出し数 

4,513 冊 

4,439 冊 
令和 3年 1月末

時点 

5,000 冊 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

英語教育支援事
業 

英語教育の充実のため、小学

5・6年生と中学校に ALT を派

遣します。また、小学 3・4

年生では NPO 法人と連携した

外国語活動の授業に取り組み

ます。 

「英語の勉強は

好き」という設

問に、肯定的な

答をする生徒の

割合 

51.1％ 

（H31） 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

小・中学校に外国語指導助手（ALT）

を派遣・配置することにより、児童

生徒がネイティブスピーカーの生き

た英語に触れることができ、授業に

おける「聞く」「話す」活動を充実さ

せることができた。また、小学校で

は NPO 法人と連携して英語の堪能な

地域支援人材を派遣することによ

り、授業において英語に慣れ親しむ

活動を充実させることができた。 

ALT を活用し、英語の使用場

面の設定を細かく行い、児

童生徒が英語を使用して問

題解決を行うような授業づ

くりを推進していく必要が

ある。 

また、新学習指導要領の実

施により、評価の観点がよ

り細分化された。全ての観

点を見取るために、単元を

見通して計画的に評価して

いく必要がある。 

54％ 

ICT 活用推進事
業 

ICT 機器の活用を推進し、子

どもたちが主体となる授業づ

くりを進めます。また、小学

校において計画的にプログラ

ミング教育が実施できるよう

取り組みます。 

日常的に学校で

ICT を活用した

授業を行ってい

る学校の割合 

40％ 

（H31) 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2 年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2 年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

令和 2年度内に、GIGA スクール構想

による児童生徒 1 人 1 台のタブレッ

ト端末を配備し、授業での活用にか

かる教員研修を実施した。 

教員が 1 人 1 台のタブレッ

ト端末を活用し、教科の特

性に応じて効果的に授業づ

くりを行うことができるよ

う好事例の普及や教員研修

の充実に引き続き取り組ん

でいく必要がある。 

80％ 

ICT を活用して

授業ができる教

員の割合 

83％ 

(H31) 

― 

100％ 
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 【基本方針１】 

基本方針１ これからの社会を生き抜く力を養います 

重点目標３ 豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進 
 

【施策の方向性】 

子どもたちが、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的なさまざまな価値について理解を深めるとともに、自己を見つめ、物事を多面的・多角

的に捉え、人としての生き方について考える学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育成します。また、自尊感情や自己肯定感を高める指導を充

実します。いじめや不登校対策については、チームで対応できるよう生徒指導体制を充実します。児童会や生徒会などの取組み、地域の人々とのふれあい、さまざ

まな体験活動などを通して、子ども自身の問題解決力を育むことで、問題行動などの未然防止に努めます。 

子どもたちが健やかな体をつくり、健康で安全な生活を送ることができるよう、体力の向上を図るとともに、食育の推進や安全で安心な学校給食の提供に努めます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

道徳教育・人権
教育の推進と不
登校・問題行動
の未然防止と指
導体制の充実 

発達段階に応じて人権の意

義・内容や重要性について理

解し、「自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めるこ

と」ができる子どもの育成に

努めます。 

「自分には良い

ところがあると

思う」という設

問に、肯定的な

回答をする児童

生徒の割合 

小学校 83.9% 

中学校 71.8% 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

令和 2 年度は新型コロナウイルス感

染症対応により、日常生活が大きく

変わる事態となり、児童生徒は友人

関係や学習、進路のことなど、様々

な思いや悩みを抱きながら学校生活

を送ってきたものと思われる。各小

中学校では、新型コロナウイルス感

染症対応にかかる新しい生活様式に

沿った学習環境の整備や人権教育に

特に重点的に取り組んだ。 

また、家庭向け通知文やホームペー

ジで心のケアにかかる相談窓口の周

知に努めた。 

国の動向をふまえて適応指導教室

「フリースクールみ・ら・い」の設

置目的を改め、学校や関係機関と連

携して、不登校児童生徒の社会的な

自立をめざすこととした。 

新型コロナウイルス感染症

にかかる対応は、令和 3 年

度も継続実施が必要な見通

しである。 

「新しい生活様式」に則り

児童生徒の心身の安全を確

保しつつ、教育活動を継続

していく。 

小学校 89% 

中学校 77% 

「学校の先生

は、自分のよい

ところを認めて

くれている」と

いう設問に肯定

的な回答をする

児童生徒の割合 

小学校 86.3% 

中学校 79.1% 

― 
小学校 90% 

中学校 83% 

「人が困ってい

るときに、進ん

で助けています

か」の設問に肯

定的な回答をす

る児童生徒の割

合 

小学校 93.1% 

中学校 83％ 

(H31) 

― 

小学校 96% 

中学校 86％ 

暴力行為発生の

割合 

4.4‰ 
4.0‰ 

令和2年12月時

点 2.2‰ 

不登校児童生徒

の割合 

13.1‰ 
12.6‰ 

令和2年12月時

点 8.7‰ 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

体力向上推進事
業 

児童生徒の体力・運動能力の

向上をめざして、小学校体育

に体育指導支援員を、中学校

体育の授業には剣道指導支援

員を配置し、体育指導の充実

を図ります。 

体力合計得点の

平均値の向上 

（男女平均値） 

小学校 54.9 点 

中学校 45.3 点 
― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

小学校体育指導支援員を市内小学校

にのべ 201 回（令和 3 年 1 月現在）

配置したことで、きめ細かく安全な

体育指導を行うことができた。 

剣道指導支援員については新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、外

部指導者を招いての指導は行わなか

った。 

体力向上担当者連絡会で情

報交換を行い、好事例を共

有することで、より充実し

た取組みを進めていく。 

体力づくり推進計画の作成

を推進し、計画を活用した

取組みを共有していく。 

小学校 57 点 

中学校 47 点 

「運動やスポー

ツをすることが

好き」という設

問に肯定的な回

答をする児童生

徒の割合 

小学校 82％ 

中学校 91.2% 

― 
小学校 85％ 

中学校 94% 

朝食欠食の改善 

小学校 7.9% 

中学校 11.8% 
― 

小学校 2.9% 

中学校 6.8% 

全国体力調査に

おける上位ラン

クの児童生徒の

割合 

小学校 76.2% 

中学校 82.3% 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

小学校 80% 

中学校 85% 

コンテナーワゴ
ン等更新事業 

老朽化したコンテナーワゴン

8 台（今年度で購入計画の実

施最終年）と配膳台 

20 台（次年度最終の購入実施

計画）を購入することで衛生

的な給食提供を行います。 

学校給食におけ

る食中毒発生数 

0 件 

0 件 ― 

【進捗状況】Ａ 

 

次年度配膳台を20台購入予

定。 

安全・安心な学
校給食推進事業 

食中毒を発生させないために

衛生管理を徹底した給食を提

供します。 

アンケート調査により給食が

「おいしい」「どちらかといえ

ばおいしい」との回答割合を

90％になるようにめざしま

す。 

0 件 
【進捗状況】Ａ 

 

引き続き食中毒ゼロをめざ

す。 

給食のアンケー

トにより給食が

「おいしい」「ど

ちらかといえば

おいしい」の回

答割合の上昇 

88％ 

― ― 【進捗状況】Ｄ 

アンケート調査が復活でき

れば、目標値 90％になるよ

うに努める。 
90％ 
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 【基本方針１】 

基本方針１ これからの社会を生き抜く力を養います 

重点目標４ 教職員の資質向上 
 

【施策の方向性】 

子ども一人ひとりの個性や能力、可能性を伸ばし育てるとともに、さまざまな教育課題に適切に対応できるよう、授業力や多様な教育課題への対応力など、教職員

の資質と実践的指導力の向上に取り組みます。 

教職員一人ひとりの心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって職務に従事できる環境を整備し、教職員の長時間勤務の削減につなげ、さらなる学校教育の

質の向上を図ります。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

学校評価・支援
事業 

学識経験者や退職校長からな

る学校づくり応援団が、継続

して学校を訪問し、重点的な

取組みを中心に、学校づくり

について具体的なアドバイス

を行い、学校力の向上を図り

ます。 

教職員研修の受

講者の満足度 

4.2 点 

4.7 点 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点か

ら、令和 2 年度

夏季教職員研修

は規模を縮小し

て実施した。そ

のうち、全教職

員が受講した研

修の満足度を算

出。 

【進捗状況】Ａ 

【活動実績】 

第三中学校・第七小学校・西小学校

において、合計 10 回学識経験者によ

る学校評価を実施（令和 3 年 1 月現

在）西小学校では、1 人 1 台のタブ

レット PC 環境を見据え、ICT 活用教

育についてアドバイスを、第三中学

校、第七小学校においては、学校行

事や児童会活動を通して、学校力向

上にかかるアドバイスをいただい

た。 

令和 3年度においては、ICT

活用教育の充実は必須であ

る。今年度、西小学校で取

組んだ事例を市内へ普及す

るとともに、各校において

も ICT 活用教育が充実する

よう情報提供や指導助言を

実施する。 

学校まるごとパ
ック事業 

学校をまるごと教職員や市民

に公開します。中学校区単位

で発表校を決めて、全学級の

授業や清掃活動、休み時間の

様子や学習環境等について、

教職員が互いに参観し合うと

ともに、テーマに基づいた情

報交換や意見交換を行いま

す。 

4.5 点 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

①10 月 30 日北小学校 

②11 月 5日第七小学校 

③12 月 14 日南第二小学校 

④1月 14 日狭山中学校 

⑤1月 15 日南中学校 

①～③については、各校から 2 名

程度が参加したが、④⑤については、

緊急事態宣言の発令に伴い、教育委

員会からの参加のみとした。 

新型コロナウイルス感染症

対策のため、予定していた

情報交換や意見交換の場を

設定することができなかっ

た。次年度についても、学

校独自の取組みや大阪府の

加配事業を活用した取組み

を他校の教職員や市民に公

開することで、学校運営の

工夫改善につなげていきた

い。 
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基本方針２ 一人ひとりを大切にする教育を推進します 

重点目標１ 子ども理解と支援教育の充実・推進 
 

【施策の方向性】 

インクルーシブ教育システムの構築を見据えながら、「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進し、子ども一人ひとりの自立と社会参加に向けた効果的な指導・

支援を充実させるために、授業のユニバーサルデザイン化、少人数指導、個別指導など、多様な指導方法を工夫します。 

また、特別な教育的支援を必要とする子どもを理解し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を有効に活用しながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援がで

きるよう、教職員の専門性の向上を図ります。さらに、本市の福祉部局や関係機関、専門家と緊密に連携し、校種間の円滑な引き継ぎや、連続性を大切にした支援

体制や相談体制の充実に努めます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

発達障がい児支
援事業 

発達障がいやサポートが必要

な児童とその保護者を対象

に、専門的な相談や個々に応

じた療育の場「手をつな GO!」

を提供します。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

療育…小学校 3 年生までの児童を対

象に隔週 1回実施 

20 人（就学前児童 12 人、小学生 8

人） 

相談…中学生までの児童又はその保

護者を対象に随時実施 

78 件（情報提供、教育・保育、家庭

生活等） 

今後も、より一層学校園と

の連携を深め、子どもにと

ってより良い環境となるよ

う努めていく。 

支援教育事業 

MIM 指導を活用し、小学校に

おいて個別指導を実施しま

す。 

医療的ケアが必要な児童生徒

在籍する学校に特別学びの支

援員（看護師）を配置し、主

治医の指示により必要な医療

的ケアを行います。 

「個別の指導計

画」「個別の教育

支援計画」の作

成 

100％ 

100％ ― 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

MIM―PMの 3rd ステージの割合は、

(6 月)54%→(1 月)16％に向上した。 

市内 MIM 主担者と通級指導教室担

当者を対象に MIM 連絡会を行い、MIM

指導の目的と目標の確認を行った。 

今年度、小・中 37 特別支援学級に

対して 21 名の学びの支援員を配置

した。また、小学校 2 名・中学校 3

名の児童生徒に対して特別学びの支

援員を配置した。 

MIM 連絡会のおける研修を

継続的に実施したことによ

り、担当教員の専門性が向

上し、子ども一人ひとりへ

のきめ細かな指導が充実し

た。 

また、低学年対象の MIM 指

導を全小学校で実施するこ

とができた。今後も子ども

の発達の状況を適切に把握

し、早期支援につなげられ

るよう好事例を共有し、取

組みを充実させていく。 

100％ 

特別支援教育が

充実している小

中学校の割合 

70％ 

― 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

100％ 
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【基本方針２】 

基本方針２ 一人ひとりを大切にする教育を推進します 

重点目標２ 個の成長を支える教育の充実 
 

【施策の方向性】 

子どもの発達の段階に応じ、教育活動全体を通じた組織的・系統的なキャリア教育の充実に取り組み、将来、子どもが社会的・職業的に自立し、社会のなかで自ら

の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力を育てます。 

また、少人数指導などを通して、きめ細かな指導を充実します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

就学支援事業 

経済的な理由により、就学が

困難と認められる児童生徒の

保護者に対して、必要な支援

を行います。 

「将来の夢や目

標を持ってい

る」という設問

に、肯定的な回

答をする児童生

徒の割合 

小学校 85％ 

中学校 65.9％ 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

経済的な理由による就学が困難と

認められる児童生徒の保護者に対し

て、就学援助費を支給した。（小学校

508 人、中学校 298 人令和 3 年 1 月

末時点） 

また、新型コロナウイルス感染症

の影響により家計が急変した家庭に

対しても就学援助費を支給すること

について、文書やホームページで周

知した。 

近年、文部科学省の「生活

保護児童生徒援助費補助

金」の基準単価が毎年見直

され、増額される傾向にあ

る。本市の就学援助費が国

基準と可能な限り同等とな

るよう、努めていく。また、

支援が必要な家庭に本事業

が行き届くよう、広報やホ

ームページによる周知を図

っていく。 

キャリア教育推
進事業 

児童生徒が自らの学習状況や

キャリア形成を見通し、振り

返ることによって、自身の変

容や成長を自己評価できるよ

う、「キャリア・パスポート（ポ

ートフォリオ）」を作成し、キ

ャリア教育に関わる活動を推

進します。 

小学校 90％ 

中学校 71％ 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から職業体験が実施できな

かったため、各中学校では職業講話

を実施した。 

また、小学校においても、感染症対

策を講じたうえで、他学年との交流

を工夫して実施した。 

キャリア・パスポートを有

効に活用した好事例を市内

全体へ普及する。また、各

校の取組みが、一過性の行

事ではなく、児童生徒一人

ひとりが自分らしい生き方

を実現するための力を伸ば

していけるよう、指導主事

による指導助言の機会を充

実させていく。 
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基本方針２ 一人ひとりを大切にする教育を推進します 

重点目標３ 安全安心な学校生活の確保 
 

【施策の方向性】 

生活安全、交通安全などの安全教育を総合的かつ効果的に継続するとともに、大規模災害の教訓なども踏まえ、防災教育を強化する観点から、子どもたちが主体的

に行動できる能力や態度を育成します。また、教職員の安全に関する知識・技能の向上を図るため、安全についての知識や指導方法を修得する機会の確保と充実に

努めます。いじめ防止のための取組みとして、「大阪狭山市いじめ防止基本方針」にもとづく対策を充実します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

安全・安心スク
ール事業 

中学生を対象に「安全安心ス

クール」を実施し、地域防災

に関する意欲を育みます。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

防災防犯推進室、消防救急グループ

とともに、全中学校 3 年生を対象に

普通救命講習を実施した。 

生徒たちは講習のねらいをよく理解

し、真剣に受講していた。 

・狭山中学校：11/19・11/20 実施（170

名参加） 

・南中学校：12/4・12/7 実施（152

名参加） 

・第三中学校：11/14・12/15 実施（157

名参加） 

消防広域化に伴い、安全安

心スクールの実施方法を令

和 3 年度より変更する。生

徒は、1人 1台タブレット端

末を活用して普通救命に係

る WEB 講習を受講し、実技

講習を2時間受けることで、

「普通救命講習」を実施す

る。なお、実技講習につい

ては今後も防災防犯推進

室、安全安心推進リーダー

に協力いただく。 

安全対策事業 
児童生徒及び学校環境の更な

る防犯・安全対策を講じます。 

救命救急講習を

受講した教職員

の割合 

99.3% 
― 

新型コロナウイ
ルス感染症対策
のため、未実施 

【進捗状況】Ａ 

救命救急講習の実施及び安

全管理員の配置を引き続き

行うことにより、防犯・安

全対策を講じる。 

消防広域化に伴い、安全安

心スクールと同様に実施方

法を令和 3 年度より変更す

る。 

100％ 

安全管理員が配

置されている学

校数 

10 校 

10 校 ― 

10 校 
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【基本方針２】 

 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

いじめ防止の取
組みの推進 

「大阪狭山市いじめ防止基本

方針」にもとづき、学校・家

庭・地域・関係機関などが一

体となって、いじめの早期発

見・早期対応に努めます。 

・弁護士を研修講師やゲスト

ティーチャーとして学校に招

き、教職員対象研修や子ども

向けの出前授業を充実しま 

す。 

道徳教育、情報モラル教育、

情報リテラシー教育を充実

し、ネットトラブルなどから

子どもを守る取組みを推進し

ます。 

「生命を大切にする心や他人

を思いやる心、善悪の判断な

どの規範意識」などの道徳性

を身に付けることをめざし、

道徳教育の要である道徳の授

業の指導内容、指導方法及び

教材開発などについての実践

研究を推進します。また、豊

かな人間性や社会性などを育

むために、成長段階に応じて、

社会体験や自然体験など、さ

まざまな体験活動を行いま

す。 

弁護士によるい

じめ防止啓発授

業の実施校数 

8 校 

(H31) 
7 校 ― 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

令和 2 年度は小学校全校の 6 年生を

対象に、弁護士によるいじめ防止授

業を実施した。 

また、新型コロナウイルス感染症対

応にかかる人権教育にも重点的に取

り組んだ。 

今後もいじめ防止に向け、

校内いじめ防止対策委員会

の取組みを充実させるとと

もに、計画的な人権教育や

集団づくりの取組みが必要

である。 

10 校 

「いじめはどん

な理由があって

もいけないこと

だと思います

か」という設問

に、肯定的な回

答をする児童生

徒の割合 

小学校 97.6% 

中学校 92.6% 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

小学校 100% 

中学校 100% 

いじめの解消率 

72％ 

57％ 

令和2年12月現

在 

 

事象発生後 3 ヶ

月を経過してい

ないいじめにつ

いては、全て「未

解消」ととらえ

て見守りを継続

している。 

100％ 
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基本方針２ 一人ひとりを大切にする教育を推進します 

重点目標４ 多様性理解の促進 
 

【施策の方向性】 

子どもたちが抱える課題に対して、組織的な支援をすすめられるよう校内支援体制の構築を図り、多様性を理解し認めあう教育をすすめることで、一人ひとりが自

信をもって活躍できる環境づくりを推進します。 

また、外国にルーツのある子どもへの支援も含め、社会の一員として自立し、本市を担う人材として、社会に積極的にかかわろうとする態度を身に付けるため、社

会形成・社会参加に関する市民性教育を推進します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

自立支援通訳事
業 

外国にルーツのある子どもや

保護者を支援するために通訳

を派遣し、教育活動をサポー

トします。 

日本語以外の母語を使用する

子どもの指導には、校内に日

本語指導担当教員を位置付

け、対話型アセスメント（DLA）

の活用を通して、子どもの言

語能力を把握し、教科学習で

必要な支援方策を検討しま

す。 

― ― ― ― 
【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

本年度は、対象校 5 校に対し、合

計 29 回活用した。（令和 3 年 1 月現

在）。主に、学習言語の習得を目標と

して教員の指導の補助にあたり、日

本語以外の母語を使用する子どもの

心のケアにもつながった。 

母語の種類が多様化してお

り、通訳の人材確保が課題

である。 

転出入などで対象児童が増

える（減る）こともあるが、

年間を通じて安定した支援

を行えるよう、人材確保す

ることが必要である。 

外国への興味が

ある児童生徒の

割合 

40％ 

(H31) 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2 年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2 年度の実績値

なし 

50％ 
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 【基本方針３】 
基本方針３ 持続可能な社会のための教育環境を充実します 

重点目標１ 時代の変化に対応した学習環境などの整備 
 

【施策の方向性】 

各学校の施設・設備について、その機能と性能を維持し将来にわたり安全安心な環境を確保するため、防災面にも配慮した計画的な維持保全による老朽化（長寿命

化）対策を推進します。また、施設や備品の充実は多額の整備費が必要になることから、整備の必要性や優先順位も考慮しつつ、引き続き取り組みます。 

学校規模の適正化については、少子化や地域環境の変化に伴う子どもの増減など、それぞれの学校区の実情を踏まえ、効果的でかつ保護者や地域住民の理解を十分

に得られるような取組みについて、調査研究などをすすめます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

学校園規模適正
化方針策定事業 

時代の変化に対応した学習環

境などの整備のため、地域別

の人口動態や地域の特性を踏

まえ、学校園規模の適正化の

検討を進めます。 

長寿命化計画に

もとづく構造躯

体の改修工事が

完了した学校数 

0 校 

0 校 

事業経費配分に

より、令和 2 年

度は未実施 

【進捗状況】Ｂ 

 

今年度においては、学校施設の大規

模改造工事等は、予算配分の優先順

位から工事費の確保ができなかった

ため未実施となったが、学校園規模

の適正化に向けた取組みとしては、

識見者のアドバイスのもと庁内の関

係所属職員で構成する「学校園のあ

り方検討会」を年内に３回開催し、

部門間での横断的な意見交換や情報

共有も図りながら、次年度に向けた

具体的な方向性をまとめることがで

きた。 

今後も学校園規模の適正化

に向けた取組みを進めるに

は、多面的な検討が必要で

ある。 

次年度は、教育委員会の附

属機関として「大阪狭山市

これからの学校園のあり方

検討委員会」を設置し、庁

内組織で議論した結果につ

いて諮問することで、次代

を担う子どもたちがより良

い教育環境の中で効果的な

教育が受けられるよう、学

校園規模の適正化計画の策

定を進めていく。 

2 校 

老朽化対策など

の大規模改造工

事が完了した学

校数 

5 校 

0 校 

7 校 

長寿命化計画に

もとづく設備の

改修工事が完了

した学校数 

0 校 

0 校 

2 校 

学校給食センタ
ー施設改修事業 

「学校給食センター（調理場）

施設長寿命化・修繕計画」に

もとづき老朽化した施設の改

修をすることにより安全・安

心な学校給食の提供に努めま

す。 

長寿命化・修繕

計画にもとづく

改修が完了した

給食センター数 

0 か所 

0 か所 

【進捗状況】Ｄ 

 

今年度当初においては事業着手の予

定であったが、新型コロナウイルス

感染症の影響により事業が延期とな

った。 

次年度の改修工事以後は、

長寿命化のためにメンテナ

ンスが中心となる予定であ

るため、予防保全を含め計

画的に対応する必要があ

る。 
1 か所 



【基本方針３】 

- 41 - 
 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

小中学校コンピ
ュータ設置事業 

文部科学省が進める「GIGA ス

クール構想」に基づく補助制

度を活用し、児童生徒に 1 人

1 台のタブレット端末を使っ

た学習が可能となるよう、ネ

ットワーク環境等を計画的に

整備します。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ａ 

 

「GIGA スクール構想」の前倒し実施

により、1 人 1 台のタブレット端末

を令和 2 年度に整備することができ

た。また、タブレット端末を安定し

た通信環境のもとで使用することが

できるように、必要となったネット

ワーク環境の改善も行った。 

物理的な環境が整いつつあ

るが、GIGA スクールサポー

ターを活用するなど、タブ

レット端末を有効かつ効果

的に活用できるよう指導面

で教職員をサポートしてい

く必要がある。 
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 【基本方針３】 
基本方針３ 持続可能な社会のための教育環境を充実します 

重点目標２ 学校経営改革の推進 
 

【施策の方向性】 

学校の教育活動を支える人材の確保やネットワークづくりをすすめ、学校園の特性や子どもの課題に応じた学校経営を推進します。そのために、保護者や地域住民

への情報発信を充実させるとともに、家庭教育に困難を抱える保護者への支援を促進します。ＩＣＴの活用、専門家や地域人材の活用、校務支援システムの導入な

ど、校務の効率化と負担軽減を図り、学校経営の改善に努めることで教職員が授業を中心とした質の高い教育活動に専念できる環境づくりを推進します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

校務支援システ
ム活用事業 

教員の事務的な業務の負担を

軽減し、児童生徒に向き合う

時間を十分に確保できるよ

う、「校務支援システム」の導

入による業務の効率化を図り

ます。 

校務支援システ

ム導入校数 

0 校 
10 校 ― 

【進捗状況】Ｂ 

令和 2 年度内に各小中学校に校務

支援システムを導入し、令和 3 年

度の本格運用に向け、教職員研修

を実施した。 

校務支援システムの運用が軌

道に乗るまでの間、教職員研

修によるフォローが必要であ

る。 

10 校 

教員の時間外勤

務時間の短縮 

月当たり 

41.1 時間 

月当たり 

41.7 時間 
令和 3年 1月時
点 中学校部活動支

援人材活用事業 

中学校における部活動の質的

な向上と、教員の在校時間の

削減を目的に、各中学校に部

活動指導員を配置します。 

月当たり 

36 時間 

【進捗状況】Ｂ 

中学校 3 校に 4 名の部活動指導員

を配置し、生徒への専門的な指導

を行うとともに、教員の業務の負

担軽減を行った。 

生徒への指導の充実と教員の

業務の負担軽減のため、今後

も部活動指導員の活用に努め

る。 

生徒指導支援事
業 

児童生徒の悩みに対して、発

達・心理の専門的な立場から

アドバイスを行うスクールカ

ウンセラーや、福祉の専門的

な立場から関係機関との連携

を図るスクールソーシャルワ

ーカーを中学校区に配置しま

す。児童生徒の指導上の課題

に対して、法的な立場から生

徒指導をサポートできるよ

う、スクールローヤー（弁護

士）への相談体制を継続しま

す。各校の通級指導教室とも

連携し、個別指導をサポート

します。 

SC や SSW、SL の

活用実績回数 

224 回 
247 回 

令和 3年 2月時
点 

【進捗状況】Ｂ 

令和 2 年度は 3 名の府配置スクー

ルカウンセラーと 2 名の市配置ス

クールカウンセラーを配置し、児

童生徒及び保護者の相談にあたっ

た。また、4名のスクールソーシャ

ルワーカーを市費で配置した。 

新型コロナウイルス感染症の

影響により、心のケアが必要

な児童生徒に対する相談体制

の一層の充実が必要である。 

240 回 

保護者相談体制

の充実（教育相

談実績数） 

118 件 
81 件 

令和 3年 1月末
時点 

140 件 

教育活動に必要

な地域などの資

源を活用してい

る学校の割合 

60％ 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

100％ 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

地域人材バンク
活用推進事業 

地域に開かれた園づくりに推

進するため、市立幼稚園・こ

ども園において人材バンク登

録者による教育・保育活動を

実施します。 

地域人材バンク

の活用回数 

53 回 

35 回 

（令和2年12月

末現在） 

― 

【進捗状況】Ｂ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に

よる臨時休園のため、今年度は 6

月からの開始となったが、絵本や

紙芝居の読み聞かせのほか、運動

遊びなどを実施していただき、子

どもたちが地域の方々とふれあう

機会を提供することができた。 

地域の方々に積極的に参加し

ていただくことで、開かれた

園づくりとともに、子どもた

ちにとって生活体験の広がり

に寄与しており、今後も積極

的な活用を推進していく。 72 回 

英語教育事業 

幼児期から遊びを通して英語

に親しみ、興味を持ち、学ぶ

ことの楽しさを味わい、スム

ーズに小学校へつなげていく

ため、市立幼稚園、こども園

の 5 歳児を対象に市内で活躍

されているボランティアを講

師に招き、週 1 回（年間 30

回）程度、英語教育を実施し

ます。 

英語教育におけ

る地域ボランテ

ィアの活用回数 

139 回 

99 回 

（令和2年12月

末現在） 

― 

【進捗状況】Ｂ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に

よる臨時休園のため、今年度は 6

月からの開始となったが、講師の

方々に協力をいただき、年間 25～

30 回実施し、子どもたちが英語に

親しむ機会を提供することができ

た。 

子どもたちがより楽しく学べ

るようさらに内容の充実に努

めるとともに、英語だけでな

はなく、いろいろなものに興

味を持って取り組むことの大

切さを日頃の保育から伝えて

いく。 150 回 
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 【基本方針３】 
基本方針３ 持続可能な社会のための教育環境を充実します 

重点目標３ 家庭教育の支援 
 

【施策の方向性】 

家庭の教育力を高めるため、「おおさかさやま家庭教育指針」にもとづく啓発に努めます。発達段階に応じた子どものしつけや教育を行うことができるよう、家庭が

果たすべき役割や子育てについて学ぶ講座の充実や、親が学べる場を充実します。あわせて、子どもの基本的な生活習慣の定着に向けた運動を推進します。 

また、親が抱える不安や悩みに対応し、相談の場づくりや情報提供を充実させるとともに、子育て家庭が孤立しないよう地域での子育て支援に取り組みます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

家庭教育の推進 

家庭の教育力の向上をめざ

し、子育ての責務や親として

の役割、子どもとのかかわり

方、地域の大人としてのあり

方などを学ぶ成人教育の機会

づくりや情報提供を推進しま

す。 

親まなび講座へ

の延べ参加者数 

57 人 

48 人 ― 

【進捗状況】Ｂ 
新型コロナウイルス感染防止対策を
とった上で、事業を計画通り実施で
きた。応募人数が少ないものもあっ
たが、アンケートの結果等から参加
者の満足度が高かった。 

今後も継続して講座を実施
し、家庭教育を推進してい
く。 

120 人 

保育子育てコン
シェルジュの配
置 

子ども・子育て支援法に基づ

き、利用者支援事業基本型を

実施するため、子育て支援セ

ンター及び子育て支援・世代

間交流センターに配置しま

す。 

保育子育てコン

シェルジュの配

置数 

4 人 

7 人 ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

令和 2 年度は、保育子育てコンシェ

ルジュの資格として必要な子育て支

援員研修を、新たに 3 人が受講修了

する予定。 

保護者に安心して、気軽に

相談してもらえるよう、環

境を整え、周知をはかって

いくとともに、保育子育て

コンシェルジュの人材育成

に努める。 

6 人 

未就園児の親を
対象とした子育
て講座などの実
施 

子育て支援センター“ぽっぽ

えん”及び子育て支援・世代

間交流センター“UP っぷ”に

おいて、子育て講座、市民協

働による子育て講座等を実施

し、相互交流を促すとともに、

子育ての不安感、負担感の解

消につなげます。 

未就園児の親を

対象とした子育

て講座などの延

べ実施回数 

156 回 

95 回 ― 

【進捗状況】Ｂ 

【実績】 

・年齢別交流会     20 回 

・Welcome！UP っぷ     15 回 

・スナップフォト     15 回 

・わくわく講座       12 回 

・赤ちゃんが来た（BP） 8 回 

・手作り広場（季節の制作）6回 

・市民協働事業      6 回 

・わいわい広場      3 回 

・ベビーマッサージ    1 回 

・その他         9 回 

今年度新型コロナ感染症対

策として臨時休館や施設の

利用制限を行いながらの実

施であったため事業実施回

数が大幅に減少している。

次年度以降はこれまでの新

型コロナ感染症対策の経験

を活かし、安全性を確保し

ながら少しでも多くの事業

ができるよう創意工夫によ

り実施していく。 

170 回 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

子育て支援グル
ープで対応する
相談 

利用者支援事業 

子どもや保護者、妊婦が、教

育・保育施設や子育て支援サ

ービスを円滑に利用できるよ

う、相談や助言、情報提供、

関係機関との連絡調整などを

行います。 
子育て支援グル

ープで対応する

利用者支援事

業、児童家庭相

談、ひとり親家

庭相談の相談件

数の合計 

1,079 件 

694 件 ― 

【進捗状況】Ｂ 

【実績】 

・利用者支援事業の相談 

         267 件 

・家庭児童相談の実績 

         368 件 

・ひとり親家庭相談の実績 

         56 件 

 

 今年度は新型コロナウイルス感染

症対策として、子育て支援拠点施

設を臨時休館したこともあり実績

数は減少している。 

相談を必要とする市民に対

して本事業の周知を広報

誌、市ホームページ、子育

て情報提供アプリなどによ

り継続して周知を図ってい

く。 

家庭児童相談 

家庭において子どもが健やか

に育つよう、乳幼児から 18

歳までの子育てや学校に関す

る悩み、児童虐待等の相談・

対応に応じます。 

ひとり親家庭相談 

母子・父子家庭の親、寡婦の

皆さんに対し、生活や子育て、

養育費などの相談に母子・父

子自立支援員が応じます。 

1,200 件 

子育て支援・世
代間交流センタ
ー施設運営事業 

地域における子育て支援を推

進するとともに、子どもや子

育て家庭と市民との交流を図

ります。 

 

1 階：子育て交流ひろば 

2 階：世代間交流ひろば 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｂ 

【活動実績】 

1 階：子育て交流ひろば 

 登録者数：1,968 人 

2 階：世代間交流ひろば 

 登録者数：2,449 人 

・まちライブラリーの運営 

・自習室及び多目的室の開放 

 ・市民協働事業の実施（7回） 

新型コロナウイルス感染症

予防対策を講じ、市民協働

事業の推進をは図る。 

養育費保証促進
補助金事業 

ひとり親家庭が養育費の不払

により困窮するのを防ぐた

め、養育費の受け取りを支援

します。 

養育費に関する公正証書等の

作成に必要な経費の一部補助

や、養育費保証契約を締結す

る際に必要な経費の一部を補

助します。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ｃ 

【実績】 

・公正証書等作成促進補助金 

相談 2件、申請 0件 

・養育費保証促進補助金 

 相談 2件、申請 0件 

より多くのひとり親家庭に

本事業を周知するため広報

誌への掲載、チラシ配布を

行い、周知に努める。 
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 【基本方針３】 
基本方針３ 持続可能な社会のための教育環境を充実します 

重点目標４ 地域の教育力の育成と社会に開かれた教育課程の実現 
 

【施策の方向性】 

各学校に設置されている学校協議会を基礎に、コミュニティ・スクール制度の導入をすすめます。学校活動について保護者や地域住民によりいっそう理解、協力い

ただけるよう、学校に関する情報を積極的に発信します。学校・家庭・地域の連携がよりいっそう図れるよう、学校と地域を結ぶ人材（地域学校協働活動推進員）

を育成し、各学校区への配置をすすめます。また、子どもたちが放課後や休日などを安全に過ごせる居場所や、さまざまな体験学習ができる機会を拡充します。こ

れらを実現するため、地域活動が持続できるよう支援策を講じるとともに、これらが機能的に連携する教育コミュニティの形成に努めます。さらには、社会教育や

生涯学習活動が、新たな地域活動や地域人材の育成につながるよう、循環型の生涯学習社会の実現をめざします。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

さやま元気っこ
推進事業 

放課後の子どもたちに、各小

学校で、スポーツや文化活動

等が体験できる遊び・交流・

学習等の場を提供します。 

さやま元気っこコーディネー

ターを配置するとともに、放

課後児童会事業や学習支援チ

ューター事業とも連携しなが

ら、安心して過ごせる居場所

づくりを進めます。 

さやま元気っこ

推進事業へ参加

のスタッフ数 

87 人 

89 人 
令和2年12月時

点。 

新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で、申し込み

が例年に比べ少

なく、開始も 9

月にずれ込ん

だ。また、実施

できないプログ

ラムがあった。 

【進捗状況】Ｂ 

 

実績人数は少なかったが、コロナ禍

で多くの事業が中止となる中、感染

防止対策や事業内容を工夫するなど

により、子どもたちの居場所づくり

として事業を実施することができ

た。 

しかし、コロナ禍での影響が大きく、

参加者数の増加という目標は達成で

きなかった。スタッフ数は横ばいで

あった。 

コロナ禍でも実施できる運

営を続けていき、来年度は 6

月開始を目指す。 

また、コミュニティ・スク

ールを導入している学校に

おいては、事業との連携や

移行も進めていく。 

100 人 

さやま元気っこ

推進事業への延

べ参加者数 

10,722 人 

(R2.12 末現在) 

合計 4,210 人 

東小 1279 人 

西小 550 人 

南一小 182 人 

南二小 528 人 

南三小 513 人 

北小 582 人 

七小 576 人 

12,000 人 

子どもの居場所
づくり推進事業 

放課後や休日に、子どもたち

を対象とした継続的な活動に

取り組む団体を支援する「子

どもの居場所づくり推進事業

補助金」の活用を促進し、子

どもたちの居場所に選択肢を

増やします。 

― ― 0 件 ― 

【進捗状況】Ｂ 

 

申請がなく、補助金を交付していな

い。 

補助金が利用しやすくなる

よう内容の見直しや充実を

図るとともに、制度の周知

に努める。 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

地域学校協働活
動事業 

地域と学校の連携・協働を効

果的に進めるため、学校と地

域をつなぐコーディネーター

として「地域学校協働活動推

進員」を配置し、地域全体で

子どもの成長を支える体制を

構築します。 

地域コーディネ

ーターの育成 

0 人 

2 人 ― 

【進捗状況】Ｂ 

 

南第一小学校区を中心に活動する地

域学校協働活動推進員２人を配置し

た。 

コミュニティ・スクール制

度の充実を図るため、学校

と地域を結ぶ人材の発掘・

育成が急務である。 
4 人 

地域に開かれた
学校の実現 

保護者や地域住民の参画のも

と、地域に開かれた学校を実

現するため、コミュニティ・

スクール制度をモデル校に導

入するとともに、社会に開か

れた教育課程の実現を図りま

す。 

コミュニティ・

スクールの導入

校数 

0 校 

1 校 ― 

【進捗状況】Ｂ 

 

【活動実績】 

令和 2 年度は、南第一小学校をモデ

ル校として学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクール制度を

導入した。 

南第一小学校の取組みを各

校に発信し、計画的にコミ

ュニティ・スクールの拡充

を図っていく必要がある。 

4 校 

学校支援人材

（有償ボランテ

ィア）の参加者

数 

355 人 

517 人 
令和 2年 3月時

点 
500 人 

「地域や社会を

よくするため

に、何をすべき

か考えることが

ありますか」の

設問に、肯定的

な回答をする児

童生徒の割合 

小学校△0.6P 

中学校△5P 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

小学校 3P 

中学校 3P 

青少年健全育成
事業 

小学校区青少年健全育成連絡

会と連携し、青少年問題につ

いて地域住民の関心を高め、

地域ぐるみの活動を推進しま

す。青少年指導員会と連携し、

非行防止や青少年健全育成に

関する各種啓発活動を実施し

ます。 

青色防犯パトロ

ールの実施回数 

38 回 

15 回 

令和 3年 2月 24
日時点。 
 
夏期に青少年指
導員と連携して
実施していた夜
間での実施が、
新型コロナウイ
ルス感染症防止
のため中止にな
った。 

【進捗状況】Ｂ 

 

一部中止になったものの、新型コロ

ナウイルス感染防止対策をとりなが

ら実施できた。 

今後も青色パトロールをは

じめ青少年健全育成に関す

る事業を展開していき、推

進に努める。 
45 回 
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 【基本方針３】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

放課後児童会ア
ドバイザー設置
事業 

放課後児童支援員等に指導及

び助言を行う放課後児童会ア

ドバイザーを配置すること

で、各現場における諸課題の

早期解決やより実践的な人材

育成に繋げ、円滑で安定的な

放課後児童会運営を実現しま

す。 

― ― ― 

各現場における

諸課題の解消状

況や人材育成の

進捗度合いにつ

いては、事業の

性質上、評価を

数値化すること

が難しいため、

指標の設定はあ

りません。 

【進捗状況】Ａ 

3 人の放課後児童会アドバイザーを

確保し、その経験則や専門的な見地

から的確な指導や助言が行えた。特

に、各現場においては、様々な課題

を抱える児童への適切な接し方や効

果的な支援の在り方について、放課

後児童会アドバイザーが対象児童と

直接関わりを持つことでその手法や

方向性を見定め、放課後児童支援員

等に還元することを通じ、より安

全・安心に生活できる居場所を提供

することができた。 

放課後児童会アドバイザー

を担うことができる知識・

経験を有する人材の恒常的

な確保が課題である。また、

放課後児童会アドバイザー

が各現場活動で得た情報等

を活かし、放課後児童支援

員等の資質を更に向上させ

る取組みを模索していく必

要がある。なお、活動財源

については、令和 2 年度か

ら国の補助金を充当してお

り、今後も引き続き活用し

ていく。 

民間放課後児童
会運営事業費補
助金交付事業 

本市に放課後児童健全育成事

業実施の届け出を行った民間

事業者が、「大阪狭山市民間放

課後児童会運営事業費補助金

交付要綱」の基準を満たして

事業を展開する場合、その運

営に係る必要経費の一部を補

助することで、安定した運営

を促すとともに、民設民営の

立場から独自のサービスを提

供することで保護者の選択肢

を拡げ、児童の受け入れ体制

の充実及び一部地域における

待機児童解消・緩和の一助と

します。 

― ― ― ― 

【進捗状況】Ａ 

今年度は、2つの民間事業者が、「大

阪狭山市民間放課後児童会運営事業

費補助金交付要綱」の基準を満たし

て補助金の交付対象となり、いずれ

も、各地域における放課後の児童の

居場所づくりに対する貢献及び待機

児童解消・緩和の一助となった。ま

た、令和 3 年 4 月 1 日から新たに 1

事業者に参入【※認定こども園内に

定員 30 人の放課後児童会を併設。】

していただく予定で事業者と連携・

調整を進めている。 

待機児童解消の効果的な手

段の一つとして、今後も民

間活力を大いに活用してい

きたい。また、民間事業者

とのサービス内容に大きな

差が生じないよう、市とし

て一定の方針を示し、市と

民間事業者が連携しなが

ら、事業を進めていきたい。 
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基本方針４ 郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

重点目標１ 生涯スポーツ活動の推進 
 

【施策の方向性】 

市民が、それぞれの体力や年齢、技術、技能、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、だれでもスポーツを楽しめる生涯スポーツ社会の実現をめざします。老

朽化が進むスポーツ施設を計画的に整備します。市民、各種団体との連携を図りながら、市民にとって身近な地域における活動機会の充実や、体力の維持向上に向

けた取組みを支援します。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

サタデースポー
ツ事業 

市民が気軽にスポーツを楽し

める環境づくりの一環とし

て、大阪狭山市体育協会加盟

団体と連携し、土曜日に各種

スポーツ教室を開催します。 

サタデースポー

ツ参加者数 

9,362 人 

8,360 人 
令和 2年 3月 31

日時点 

【進捗状況】Ｂ 

 

今年度についてはコロナ禍の中で事

業が中止になり、目標達成が難しい

状況にある。 

事業は定着しているが、今

後より一層充実した事業と

なるよう種目の追加等を含

め内容の見直しや検討が必

要である。 
9,500 人 

スポーツの普及 

体育協会や総合型地域スポー

ツクラブ等、市民や団体の自

主的な活動や運営を支援する

とともに、各種団体との連携

による事業を実施し、市民の

スポーツ活動への参加を促進

します。 

誰もが一緒にスポーツに親し

める環境を提供するため、ス

ポーツ推進委員と連携し各種

事業を実施します。 

スポーツ団体登

録者数 

2,700 人 

3,200 人 令和元年度 

【進捗状況】Ｂ 

新型コロナウイルス拡大防止のため

事業が中止になり、目標達成が難し

い状況にある。 

各種団体と協力しながら、

市民のスポーツ活動の推進

のため、今後もスポーツ事

業に取り組んでいく。 

2,700 人 

週１回以上のス

ポーツ実施率 

58.7% 

― 

アンケートを実

施しなかったた

め、令和 2年度

の実績値なし 
65％ 

市内スポーツ施

設の延べ利用者

数 

275,411 人 
268,766 人 令和元年度 

300,000 人 

狭山中学校円卓
会議さやりんピ
ック事業 

身近な地域における活動機会

の充実、地域住民のコミュニ

ケーションづくりを進めるた

め、狭山中学校区で「さやり

んピック」を開催します。 

― ― ― 

新型コロナウイ

ルス感染症防止

のため、中止 

【進捗状況】Ｄ 

 

新型コロナウイルス感染防止のた

め、事業が中止になった。 

関係グループ等と事業のあ

り方、内容等について検討

が必要である。 
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 【基本方針４】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

スポーツ施設整
備事業 

老朽化が進むスポーツ施設を

計画的に整備します。 
― ― 

総合体育館非常

用自家発電機改

修と西プールろ

過装置改修を実

施した。 

― 
【進捗状況】Ａ 

 

施設を安全・安心して利用できるよ

う改修・整備した。 

施設が老朽化しているた

め、計画的に改修・整備を

進める必要がある。 

 



【基本方針４】 
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基本方針４ 郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

重点目標２ 生涯学習や文化芸術活動の推進 
 

【施策の方向性】 

人生 100 年を見据えたライフサイクルのなかで、子どもから高齢者まですべての市民の学習ニーズに応えられるよう、それぞれの特性にあわせた学びの機会を充実

します。特に、社会的に制約を受けやすい人（高齢者、障がい者、外国人、困難を抱える人々など）の学びの機会の充実を含め、誰もが生涯にわたりその能力を維

持向上し続けることができるよう学習機会の整備をすすめます。市民の学びのニーズを捉え、学びのきっかけとなるような事業の実施と情報提供を行い、子ども・

若者から高齢者までが学びを軸としてつながり、多世代交流が活発になることで、世代間で好循環を生み出せる取組みをすすめます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

人権教育事業
（地域日本語教
育の総合的な体
制づくり推進事
業） 

市内の識字教育と協力・連携

し、識字教室等で日本語を教

えるボランティアを養成する

ための講座を実施します。 

― ― ― 

日本語学習支援

者養成研修を実

施予定ではあっ

たが、コロナウ

イルス感染防止

のため、中止し

た。 

【進捗状況】Ｂ 

日本語学習支援者養成研修を実施予

定ではあったが、新型コロナウイル

ス感染防止のため、中止した。 

人権啓発グループとの共同事業とし

て、てとてとクラブが中心となり、

「生活者としての外国人」について、

多言語パンフレットを作成し、市内

公共施設等に配架。 

関係グループや各種団体と

協力しながら、市民の人権

意識の向上のため、今後も

取り組んでいく。 

学びの機会の充
実 

市民の学習ニーズの把握に努

め、指定管理者との連携を深

めながら事業の充実を図りま

す。 

公民館利用者数 
77,674 人 

29,099 人 

令和 3 年 1 月末

時点 
【進捗状況】Ｂ 
新型コロナウイルス感染症の影響
で、2 ヵ月間の休館や講座の中止等
が影響し、利用者数が減った。しか
し、感染対策を講じて施設利用がで
きるよう工夫したり、代替え事業を
実施する等して、学びの場を提供し
た。 
また、図書館では電子図書が開始さ
れ、その充実にも努めた。 

コロナ禍でも実施可能な運

営をし、市民の生涯学習の

推進に努める。 

78,500 人 

図書貸出冊数

（市民一人当た

り） 

6.9 冊 
1.9 冊 

7.0 冊 

生涯学習情報提

供件数 

443 件 

91 件 

新型コロナウイ

ルス感染症の拡

大により、イベ

ント自体の中止

や延期などが続

いたことから、

年 4回予定の情

報誌の発行が年

1回のみとなっ

た。 

450 件 
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 【基本方針４】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

社会教育施設整

備事業 

老朽化が進む社会教育施設を

計画的に整備します。 ― ― 

空調機器取替工

事と高圧受電設

備改修工事を実

施した。 

― 

【進捗状況】Ａ 

 

施設を安全・安心して利用できるよ

う改修・整備した。 

施設が老朽化しているた

め、計画的に改修・整備を

進める必要がある。 
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基本方針４ 郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

重点目標３ 歴史文化遺産の継承と活用 
【施策の方向性】 

狭山池をはじめとする本市の貴重な歴史文化遺産を伝承していくため、調査研究をすすめ、その保護保存に努めます。また、歴史文化遺産を積極的な活用を図るた

め、シンポジウム・特別展・講座などを開催し、本市のシンボルである狭山池や、歴史文化遺産の歴史的価値を全国に発信します。 

あわせて、郷土資料館と市史編さん所の機能の充実に努めます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

狭山池の魅力発
見活用事業（狭
山池シンポジウ
ム） 

狭山池シンポジウム 2020 の

開催します。 

狭山池シンポジ

ウムへの参加者

数 

68 人 

（H30） 

117 人 

新型コロナウィ

ルス感染症拡大

防止のため、参

加者の定員を前

年度よりも減ら

し、シンポジウ

ム開催後に、当

日撮影した動画

を公開し、広く

発信した。 

【進捗状況】Ａ 

 

令和 2 年 11 月 14 日（土）に開催し

た狭山池シンポジウムでは、パネリ

ストに黒田基樹氏（駿河台大学教

授）、浅倉直美氏（埼玉県文化財保護

審議会委員）をお招きし、狭山藩北

条氏の歴代外藩祖の北条氏規と、そ

の息子氏盛について紹介していただ

いた。また、パネルディスカッショ

ンでは、コーディネーターに北川央

氏（大坂城天守閣館長）、パネリスト

として吉井克信氏（大阪府立狭山池

博物館・大阪狭山市郷土資料館副館

長）を迎え、狭山藩誕生について考

えた。当日は 117 人の参加があり、

概ね好評を得ることができた。開催

後に動画を公開したことにより、本

市の歴史文化遺産についてより広く

発信することができた。 

今後も継続して本事業を実

施することにより、郷土の

誇りである史跡狭山池をは

じめとする、本市に所在す

る歴史文化遺産の歴史的価

値を市内外に発信していき

たい。 

150 人 

 



- 54 - 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

マイクロフィル
ム電子化事業 

古文書など歴史資料の保存と

活用を図るため、本市が保管

しているマイクロフィルムの

電子データ化を進めます。 

― ― 74,500 駒 

実績 

H29：59,841 駒 

R1：51,800 駒 

 

今後実施予定 

R3：69,100 駒 

R4：62,000 駒 

 

【進捗状況】Ａ 

 

これまでに収集し、市史編さん所で

保管している歴史資料（マイクロフ

ィルム）は 31 万 7千枚を数える。マ

イクロフィルムは、経年のため劣化

して破損することがあり、資料の欠

損につながる。これをさけるため、

マイクロフィルムを順次電子化し、

恒久的な保存と活用を図っている。

令和２年度は 74,500 駒、今年度を含

め累計 186,141 駒のマイクロフィル

ムの電子データ化を行い、恒久的な

資料の保存が実施できた。あわせて、

市史編さん事業における史料調査や

池守田中家文化財調査など調査の基

礎資料として活用したほか、郷土資

料館管理事業における企画展等の展

示において活用することができた。 

貴重な資料の電子化は、資

料の欠損や劣化を防ぐだけ

ではなく、歴史学習をより

身近にするきっかけを生み

出すとも考えられる。これ

を利用して多くの人に大阪

狭山市の歴史について知っ

てもらいたい。 

池守田中家文化
財調査事業 

史跡狭山池の関連文化財であ

る池守田中家について、文化

財調査を実施します。 

新規資料の収集 

1 件 

2 件 

※うち寄贈 1

件、寄託 1件で、

いずれも狭山藩

関連資料 

本事業で新発見

となった資料に

ついては、現在

調査を継続して

実施中 

【進捗状況】Ａ 

 

池守田中家文化財調査として、狭山

池総合学術調査委委員、文化財保護

審議会委員、狭山池博物館学芸員の

専門家に依頼し、古文書・絵図・地

理的環境・歴史的環境等に関する調

査および、報告書執筆を依頼した。

あわせて、事務局にて池守田中家の

測量調査と、建造物内に保管されて

いる資料の調査、発掘調査等の文化

財調査を実施した。調査の実施によ

り、池守田中家について建造物や新

発見の古文書等資料など新しい知見

が多くあった。 

狭山池の管理に関わった池

守田中家について、その歴

史的な価値を明確にするた

め、令和 2 年度に実施した

調査の内容をまとめた報告

書の刊行をめざす。あわせ

て、今後も調査を継続して

実施し、その保存・活用を

めざす。 2 件 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

狭山藩北条氏図
録増刷事業 

大阪狭山市立郷土資料館図録

『狭山藩北条氏―戦国大名 

小田原北条五代の末裔―』の

増刷。 

― ― 

800 部 

（本文 96 頁［カ

ラ ー 図 版 96

頁］・表紙・見返

し）増刷 

― 

【進捗状況】Ａ 

 

完売していた平成 27・28 年に開催し

た郷土資料館特別展「狭山藩北条氏

―戦国大名 小田原北条五代の末裔

―」の展示図録について、来館者よ

り再版の声が多かったことから、改

訂版を 800 部作成し、令和 2年 10 月

から 1冊 900 円で再販を開始した。 

既刊図録の改訂版を計画的

に発行するとともに、新た

な展示を企画し、図録を発

行し、歴史文化遺産の活用

および歴史的価値の発信を

図る。 
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 【基本方針４】 

基本方針４ 郷土を愛し自ら学び、高めあう学習を推進します 

重点目標４ 郷土愛の育成 
【施策の方向性】 

狭山池をはじめ、本市の貴重な歴史文化遺産を活用した学習機会の充実に努めるとともに、郷土愛を育む教育活動が果たす役割が大きいことから、学校教育におい

ても、郷土の歴史文化や風土について理解を深める「ふるさとさやま学習」の展開を図ります。また、地域の関係機関や団体と連携し、子どもたちが地域の伝統や

文化といった歴史文化遺産とふれあい、学べる機会を充実し、人と人のつながりのなかで郷土への誇りと愛着を育みます。 

 

【主な取組みの点検結果】 

項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

郷土資料館管理
事業 

令和 2 年度大阪狭山市立郷土

資料館企画展『狭山之村 近世

之図―江戸時代の記録を紐解

く―』の開催。 

企画展開催期間

中の博物館利用 

12,983 人 

令和 2年度 

期間内来館者数 

7,143 人 

新型コロナウイ

ルス感染症対策

のため、チラシ

配布箇所数を減

らし、関連イベ

ントの実施を見

送ったため、来

場者数が減少し

た。 

【進捗状況】Ａ 

 

大阪府立狭山池博物館の特別展示室

において、令和 2年 12 月 19 日（土）

から令和 3年 1月 31 日（日）まで開

催した。 

令和 3年 2月 10 日（水）から令和 3

年 3 月 3 日（水）まで「くらしの道

具展」開催するとともに、市立小学

校 3 年生の授業の一環として展示解

説を行い、むかしのくらしについて

の学習を深める機会とする。 

 

狭山池博物館のイベントの開催にあ

たっては、「新しい生活様式」に沿っ

て、府・市・市民の三者が協力して

実施した。 

今後も特別展や企画展を開

催し、市内外の方々に大阪

狭山市が歩んできた歴史や

これまでの取組みについて

知ってもらうことで、本市

の歴史文化をより広く発信

していく。 

13,000 人 

狭山池博物館の

イベント 

39 件 

41 件 

新型コロナウイ

ルス感染症対策

のため中止した

イベントもある

が、開館 20 周年

記念事業のイベ

ントの実施によ

り増加した。 
39 件 
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項目 指標 実施事業（R2 年度） 

重点取組 具体的取組 内容 
計画策定時 

実績 備考 成果と評価 今後の課題と目標 
目標 

『おおさかさや
まの歴史』増刷
事業 

子ども向け市史『おおさかさ

やまの歴史』を増刷する。 

― ― 
3,000 部（本文

64 頁、表紙）増

刷 

平成 26 年度末

の初版刊行後、

継続して市内の

小学校 5年生に

配布する。 【進捗状況】Ａ 

 

子ども向け市史『おおさかさやまの

歴史』について、今後も市内の小学

校 5 年生へ継続して配布できるよ

う、増刷した。 

今後も、『おおさか狭山の歴

史』を継続して配布するこ

とにより、子どもたちが本

市の歴史、文化とふれあい、

学習する機会をつくる。 

「今住んでいる

地域の行事に参

加しています

か」という設問

に、肯定的な回

答をする児童生

徒の割合 

小学校 59.5% 

中学校 38.7% 

― 

新型コロナウイ

ルス感染症拡大

防止の観点から

令和 2年度全国

学力・学習状況

調査が中止とな

ったため、令和

2年度の実績値

なし 

小学校 63% 

中学校 42% 
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点検評価の結果一覧（令和 2年度） 

※1つの事業に複数の指標を掲げている等、事業数と指標数は一致しないものもあります。 

 

 

第 2 期大阪狭山市教育振興基本計画 令和 2 年度点検・評価報告書掲載事業 

基本方針 重点目標 事業数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1.これからの社会を生き抜

く力を養います 

（１）遊びを通して豊かに学ぶ就学前教育・保育の充実 6 0 6 0 0 

（２）社会の変化に即した新たな学びの展開 7 2 5 0 0 

（３）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進 4 2 2 0 1 

（４）教職員の資質向上 2 1 1 0 0 

小  計   19 5 14 0 1 

2.一人ひとりを大切にする

教育を推進します 

（１）子ども理解と支援教育の充実・推進 2 0 2 0 0 

（２）個の成長を支える教育の充実 2 0 2 0 0 

（３）安全安心な学校生活の確保 3 1 2 0 0 

（４）多様性理解の促進 1 0 1 0 0 

小  計   8 1 7 0 0 

3.持続可能な社会のための

教育環境を充実します 

（１）時代の変化に対応した学習環境などの整備 3 1 1 0 1 

（２）学校経営改革の推進 5 0 5 0 0 

（３）家庭教育の支援 6 0 5 1 0 

（４）地域の教育力の育成と社会に開かれた教育課程の実現 7 2 5 0 0 

小  計   21 3 16 1 1 

4.郷土を愛し自ら学び、高

めあう学習を推進します 

（１）生涯スポーツ活動の推進 4 1 2 0 1 

（２）生涯学習や文化芸術活動の推進 3 1 2 0 0 

（３）歴史文化遺産の継承と活用 4 4 0 0 0 

（４）郷土愛の育成 2 2 0 0 0 

小  計   13 8 4 0 1 

合  計 61 17 41 1 3 

 指標達成率 

実施状況 80％以上 50～80％ 50％未満 目標なし 

概ね計画どおり Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

計画の半分以上 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 

計画の半分未満 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ 

未実施 Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

【進捗状況の基準について】 

○２つの評価基準の組み合わせによりＡ～Ｄを選択 

●実施状況 

(1)概ね計画どおりに実施した。 

(2)計画の半分以上実施した。 

(3)計画の半分未満しか実施することができなかった。 

(4)取組を実施できなかった。 

 

●指標達成率 

(1)目標達成率が８０％以上であった。 

(2)目標達成率が５０％～８０％であった。 

(3)目標達成率が５０％未満であった。 

(4)目標数値を設定していない。 
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【参考資料】学識経験者等の意見 （桃山学院教育大学・高野山大学 今西 幸蔵） 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和二年度の大阪狭山市教育委員会の事務について、点検及び評価を実施する機会をいただいたので、以下にその結果を報告する。私は主に義務教育学校

と社会教育を中心に作業し、幼児教育等の教育領域は、大阪大谷大学の長瀬美子教授のご意見を参考にさせていただいて本報告書をまとめた。 
 事務の点検にあたって、本年度も事前に「点検・報告書（素案）」の提供を受け、内容を子細に点検した。さらに、令和 3 年 2 月 25 日（木）に市役所にお

いて、教委事務局各担当部局の方々に同席いただいて質疑応答の形で説明を受けた。以上の経緯から、さらに詳しく内容を把握することができ、その上で本

報告書の作成に臨んだ。 

 最初に、事務全体に対する総括的評価になるが、本年度も大阪狭山市教育委員会の事務は、教育振興基本計画等をふまえて適切に実施されていると判断し

た。コロナ禍という緊急事態が発生して学校が閉鎖された時期もあり、集合・集団活動が困難となり、教育事務が強い影響を受けた中での執行であったこと

を考えると、事務遂行を高く評価すべきだと思っている。 
 私が特に評価する事項を具体的にあげると、以下の 3 点である。第 1 点として、コロナ禍への危機対応から、国はこれまで以上に積極的に学校のＩＴ化を

進めようとして GIGA スクール構想等を提示しているが、大阪狭山市は、「ICT 活用推進事業」「小中学校コンピュータ設置事業」など、従前から、児童・生

徒一人一人の個別的なＩＴ環境の実現を図ることに着実に取り組んできており、結果として、学校の協力のもとに今回の危機において生じるマイナス面を最

小限に抑えることができたのではないかと思っている。第 2 点として、国が提唱するコミュニティ・スク－ル構想の具体化が図られたことは、学校現場はも

ちろんのこと、事務局の多大のご尽力があったのではないかと考えている。 第 3 点として、毎年評価していることであるが、さまざまな教育課題を丁寧に

取り上げて解決に向けて対応し、課題毎に多くの市民サポーターを配置していることがある。市民の皆さんのさらなるご支援を期待する。 

 以下、いくつかの課題をあげる。直ちに改善すべき大きな問題はないが、継続的な教育支援が必要だと考える。 
 まず、生徒指導について、以前と比較して「不登校」児童数がやや増加傾向にあるとの報告があった。「フリースクールみ・ら・い」等との連携など、既に

積極的に取り組んでおられるが、オールタナティブな教育機会を幅広く設置することを望んでいる。豊かな市民力を生かし、市の施設を活用することでより

丁寧な対応ができると思うのである。また、「いじめ」問題については予防教育をさらに徹底してほしいし、一人一人の子どもを理解し、支援するという点で

「多層指導モデル」の導入などの措置を今後も継続することを希望する。 

 今年度は、「全国学力・学習状況調査」は未実施であったので、学力問題に対する現時点での評価は難しいが、「国語」科などの学力については今後も注視

する必要があろう。「国語」に関連する「読解力」の育成について、すでに「読書ｅプラン推進事業」が実施されているが、市立図書館とのさらなる連携と各

校に配置されている学校図書館司書の方々のご協力を得て、読書活動のさらなる発展を期していただきたい。さらに国語能力を必要とする多様な領域での活

動の場の提供とキャリア形成との結びつきを図ることを期待する。 

 今後の課題として、小学校高学年における「教科担任制」の導入がある。中学校との連携を強化することで一定程度は問題対応できる。小学校高学年と中

学校との連携強化は「学校園規模適正化」にも結びつくことでもある。幼稚園・小学校・中学校・高等学校の接続という連続性の中で問題を整理してほしい。 
 懸案の教育課題の一つである「コミュニティスクールの導入」が、南第一小学校で具現化された。今後は、このモデルを全市的に広げる体制を考えてほし

いし、そのための条件整備が必要であろう。この問題については、社会教育との連携・協力が不可欠であり、役割と分担など、今後の具体的対応についての

検討を促したい。 
社会教育については「部活動支援」「子ども食堂」という課題があることを指摘しておく。 

 最後に、子どもの健康と体力の向上について、学校給食の役割が大きいと考える。適切に実施されているようであるが、アレルギー児童対応などのきめ細

かな指導をお願いしたい。 

 以上が令和二年度の大阪狭山市の教育事務に関わる私の評価である。新しい教育振興基本計画のもと、今後さらに大阪狭山市の教育が発展することを期待

している。 



- 60 -                 【参考資料：学識経験者等の意見】 
 

 
 

【参考資料】学識経験者等の意見 （大阪大谷大学 長瀬 美子） 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、当初の計画が中止・変更せざるを得ない状況であったと思います。その中で、状況を考えながら、可能

な範囲で事業を実施してきたことがうかがえます。全体を通して、評価できる点とさらなる工夫や努力を求めたい点について述べます。 

 

○評価できる点 

 第一に、学力向上に向けて、「学習支援員事業」「はなまる学習室事業」を実施したことが評価できます。新型コロナウイルス感染症拡大により休校等の

措置が取られたことで、家庭の学習環境のちがいによる学習保障の必要性が生じました。「学習支援員事業」では、複数の支援員によるきめ細かな学習支

援によって、学習に課題のある児童生徒が安心して授業を受けることができたとのことです。 

「はなまる学習室事業」は、家庭学習のバックアップとして中学校区単位で実施されました。宿題や学習教材を使って自学自習をバックアップすることで、

学習意欲が高まったことが報告されました。児童生徒の状況に合わせたきめ細やかな支援体制の強化が全体としての学力向上に欠かせないと考えます。

これからもきめ細やかな支援を継続してください。 

 第二に、いじめ防止のとりくみに積極的にとりくんだことも評価できます。弁護士によるいじめ防止授業に加えて、新型コロナウイルス感染症対応にか

かわる人権教育にも重点的にとりくまれました。社会的な不安から子どもたちにさまざまな感情や気持ちの揺れが生まれやすい状況においてタイムリー

にとりくんだことで、子どもたちにも保護者にも安心が生まれたと考えます。これからも、基本となるいじめ防止のとりくみを行うとともに、社会情勢

の変化、児童生徒の心情に配慮した適切なテーマでのいじめ防止、人権教育のとりくみを継続・充実してください。 

 

○さらなる工夫や努力を求めたい点 

第一に、「主体的で対話的で深い学び」に向けての教科指導の充実、教育方法の改善を期待します。中でも「主体的で対話的で深い学び」の根底となる国語

の力を向上させることが重要だと考えます。これまで実施してきた図書館整備事業による「読む力」の向上に加えて、国語科だけでなくすべての教科に

おいて「考える」「判断する」「まとめる」「表現する」活動を充実させることを望みます。 

第二に、就学前教育・保育と小学校以降の学校教育の円滑な接続に積極的にとりくむことを望みます。就学前教育・保育の充実は方針Ⅰ「子育てに優しい

環境づくり」で、小学校以降の学校教育については方針Ⅱ「学ぶ力・生きる力を延ばす教育環境づくり」でそれぞれとりくまれています。それぞれを充

実させるとともに、両者をつなげ、0歳から中学校までを見通した総合的な教育のビジョンを描き、実施することを期待します。 

第三に、研修機会の充実を期待します。「主体的で対話的で深い学び」「円滑な接続」いずれの実施にも一人ひとりの教員の資質の向上が欠かせません。新

型コロナウイルス感染症拡大状況では、対面・参集型の研修は行いにくいかもしれませんが、多様な方法・ツールを用いて、教育課題に向き合い、それ

を解決することにつながるような研修機会の保障を望みます。 


